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序章 本調査の目的と内容 

１ 調査の目的 

我が国においては、質・量ともに豊かな法曹を養成するため、法科大学院を中核とする法

曹養成制度が創設され、制度創設当初は多くの者が法曹を志望し、法科大学院を志願した

ものの、その後法科大学院志願者数は減少し、平成２８年度には１万人を下回るに至った。こ

うした事態を受け止め、法科大学院志願者数ひいては法曹志望者数の回復を図るための

様々な取組が行われ、その一環として、法科大学院における教育の充実と時間的・経済的負

担の軽減を目的とする法改正も行われた。 

上記法改正の際、国会においては法改正による法曹志望者の増加等に係る効果について、

適切な時期に十分な分析及び調査を行うことを求める附帯決議がされたところ、令和５年は

法改正による新制度下で初めて司法試験が実施された年であり、現時点における法改正の

効果を検証するとともに今後の施策について検討するために必要な調査を開始する必要が

ある。本調査は、このような問題意識に基づき、令和５年度に実施したものである。 

 

２ 調査研究グループ 

調査実施にあたっては、以下の研究者による調査研究グループを設置した。 

石田  京子  早稲田大学法学学術院教授（監修） 

上松健太郎  弁護士／名古屋大学大学院法学研究科准教授／法科大学院協会 

広報委員会委員 

佐伯  昌彦  立教大学法学部教授 

濱中  淳子  早稲田大学教育・総合科学学術院教授 

藤本    亮  名古屋大学大学院法学研究科教授 

また、調査実施にあたっては、文部科学省、最高裁判所、日本弁護士連合会、法科大学院

協会の協力を得た。 

 

３ 調査内容・方法 

（１）調査内容 

委託を受けた調査は、以下の４つの項目である。 

① 法科大学院志願者数推移の分析 

平成１７年度から平成１９年度まで４万人を超えていた法科大学院志願者数は、その後減

少し、平成２８年度には１万人を切り、その後著変なく推移したものの、令和４年度には１万人

を超えた。こうした推移について、社会情勢、法曹養成に関する制度を巡る状況その他の参
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考とし得る事情を踏まえて分析すること。 

② 法曹コースの制度や在学中受験資格の活用状況等 

法曹となる人材を確保するために法科大学院における教育の充実と時間的・経済的負担

の軽減を図るべく、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律（いわゆる連携

法）（平成１４年法律第１３９号）等の令和元年改正により、(1)法科大学院において法曹となろ

うとする者に必要な学識等を涵養するための教育を段階的かつ体系的に実施すべきことな

どが大学の責務として法律上明記され、(2)大学を早期卒業（３年で卒業）して法科大学院既

修者コース（２年間の課程） に進学し、法曹を目指す「法曹コース（連携法曹基礎課程）」が創

設され、(3)一定の要件を満たした者が法科大学院在学中に司法試験を受験できるよう新た

な受験資格（在学中受験資格）が設けられるなど、所要の法改正が行われた。上記①（法科

大学院志願者数推移の分析）の結果を踏まえつつ、法曹志望者の増加等に係るこの法改正

の効果について、特に法曹コースの制度や在学中受験資格の活用状況について分析を行い、

その結果を踏まえ更なる調査の検討を行うこと。 

③ 若年層やその保護者等の認識の変化等 

未来の法曹になり得る若年層やその保護者等を対象とし、法曹養成制度や法曹という職

業に関する認識がどのように変化したのかという観点から調査・分析を行うこと。また、若手

法曹が進路選択を決定した時期や、進路選択に当たって考慮した要素について調査及び分

析を行うこと。 

④ 法曹志望者の増加等に係る法改正の効果に関する考察 

以上の分析及び検証の結果を踏まえ、法曹志望者の増加等に係る上記法改正の効果に

ついて考察すること。 

 

（２）調査方法 

上記調査内容の①および②については、中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別

委員会の会議資料等を中心に検討を進めた。③については、以下の３つのアンケート調査を

実施した。 

⚫ 高校生アンケート：国立大学法学部への合格実績が高い全国の高校の１年生を対

象に、法学部イメージ、法曹コース認知度、弁護士イメージ、将来の職業を選択する上

で重視すること等をたずねた。地域バランスおよびジェンダーバランスに配慮しつつ、

国立大学法学部への合格実績が高い高校から候補となる高校をリストアップし、調査

協力を了承した高校に調査票を配布（またはオンラインアンケートを実施）した。最終

的に、全国から２０校の高校から協力を得た。地域ごとの内訳は、北海道・東北地方が

１校、関東地方が５校、中部地方が１校、近畿地方が８校、中国・四国地方が３校、九州

地方が２校であった。 

⚫ 保護者アンケート：親子共に大学進学を希望している、と答えた高校生の保護者に

対して、法学部イメージ、法曹コース認知度、法曹イメージ、自分の子どもに将来就い
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てほしい職業等をたずねた。対象者の抽出にあたっては、調査会社が持つオンライン

調査のためのモニターから、「高校生の子どもがいるか」→「子どもは大学進学を希望

しているか」→「回答者（親）は大学進学を希望しているか」、でスクリーニングを行っ

た。さらに、インターネットアンケートにおいては、アンケート回答によるポイント等を得

ることを目的とした不誠実な回答者（Satisficer）が少なからずデータを歪ませてしまう

ことがあり得るため、質問中に２問、特定の選択肢を選ぶように求める項目を入れ、指

示に従っていない回答者は集計から削除した。最終的に、高校１年生の男女、高校２

年生の男女の子どもがいる保護者を各３００人、さらに高校３年生の男女の子どもが

いる保護者を各４００人で割り付け、計２０００人の回答を得た。このような手法を取っ

て回答者を抽出した背景には、高校生アンケートの対象者である、国立大学法学部へ

の合格実績の高い全国の高校に在学する高校生とできるだけ対応し得るサンプルと

なる保護者層を獲得するためである。もっとも、反対にいえば、抽出したサンプルは、

親子共に大学進学を希望すると保護者が回答した層であり、かつ、トラップ質問にも

適切に回答した回答者層であることから、平均的な高校生の保護者層とは一定の乖

離があり得ることに注意が必要である。 

⚫ 若手法曹アンケート：司法修習期７４期・７５期の裁判官、検察官、弁護士を対象に、

法曹を志望した時期や契機、法曹になると決意した理由、法曹を目指すにあたって不

安だったこと等をたずねた。調査はオンラインで実施し、調査依頼状の配布にあたって

は最高裁判所、検察庁、日本弁護士連合会の協力を得た。 

３つのアンケートの実施時期、回収数等は以下の通りである。 

 実施時期 回収数 

高校生 

アンケート 

2023 年 11 月 17 日～

2024 年 1 月 18 日 

２８１１件（紙調査票回答：1386 件、WEB

回答：1425 件） 

保護者 

アンケート 

2024 年 1 月 10 日～

2024 年 1 月 15 日 

2000 件（１年生男子・女子の保護者各

300 件、2 年生男子・女子の保護者各 300

件、3 年生男子・女子の保護者各 400 件） 

若手法曹 

アンケート 

2023 年 12 月 20 日

～2024 年２月 1 日 

４１１件（内訳：裁判官９８件、検察官 5２件、

弁護士２４１件、不明２０件） 

 

４ 研究会の実施日程 

本受託研究の実施にあたり、以下の日程でオンラインでの研究会を実施した。研究会には、

研究者グループのメンバーのほか、委託先の法務省、協力機関である文部科学省、最高裁

判所、日本弁護士連合会、法科大学院協会の担当者も出席した。 

２０２３年８月１０日のキックオフ会議を皮切りに、第２回を９月１日、第３回を９月２６日、第４

回を１１月１４日、第５回を２０２４年１月１９日、第６回を２月１５日、そして、最後に第７回を３月１

４日に実施し、調査設計から結果の分析、本報告書のとりまとめまで、検討を行った。 

なお、上記の日程のほか、高校生アンケート、保護者アンケートの実施を担った調査会社と
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の打ち合わせや、報告書執筆にあたっての研究者間での細部の調整などを行うための打ち

合わせを数回実施している。 

 

５ 報告書の構成・執筆担当について 

本報告書は、「報告編」と「資料編」の二部構成となっており、資料編では３つのアンケート

調査の質問票、記述統計（一部クロス表を含む）をまとめている。報告編は、調査項目ごとに

章立てを行い、以下の分担で分析と執筆を行っている。 

 

第１章 法科大学院志願者数等推移の分析                       上松健太郎 

第２章 法曹コース制度等の活用状況ほか                        上松健太郎 

第３章 若年層や保護者等の認識の変化等        １ 高校生アンケート    濱中  淳子 

                                ２ 保護者アンケート    佐伯  昌彦 

                                ３ 若手法曹アンケート  藤本    亮 

第４章  法曹志望者の増加に係る法改正の効果の考察               石田  京子 

 

報告書取りまとめにあたっては、各関係機関から意見を募り、これらを反映した上で監修

担当の石田教授と事務局とで調整を行い、最終報告書を作成した。 

 

６ 凡例 

既修者コース 法学既修者コース 

適性試験 法科大学院全国統一適性試験 

法科大学院等特別委員会 中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会 

法曹コース 文部科学大臣の認定を受けた、連携法科大学院における

教育との円滑な接続を図るための大学の課程（連携法曹基

礎課程） 

未修者コース 法学未修者コース 
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第１章 法科大学院志願者数等推移の分析 

１ 法科大学院志願者数等の推移について 

（１）法科大学院志願者数及び予備試験受験者数の推移について 

ア 法科大学院の志願者数について 

（ア）法科大学院の志願者数の推移は、以下の通りである。 

 

 

図 1-1 法科大学院志願者数の推移 

出典：法科大学院等特別委員会第 113回配付資料の【参考資料 5】法科大学院の志願者数・入学定員

数・入学者数・入学定員充足率の推移等1 

 

（イ）実際には、ひとりの者が複数の法科大学院入試に出願することは珍しくない（また、ひと

つの法科大学院の未修者コースと既修者コース等に併願することも考えられる）。そこで、以

下の考え方により、法科大学院志願者数を推計した。 

ａ 法科大学院設立時（平成１６年度）から平成３０年度までは、法科大学院に入学するには、

 
1 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00016.htm 

https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_9.pdf 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00016.htm
https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_9.pdf
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その前年に実施された適性試験を受験する必要があった2。。そこで、平成３０年度までの期間

においては、適性試験受験者数と法科大学院志願者数は概ね一致していると考えられる。そ

こで、平成３０年度入学者までは、前年に実施された適性試験受験者数を法科大学院志願者

数として採用する。 

平成１５年（平成１６年度法科大学院入学）から平成２９年（平成３０年度法科大学院入学）

までの適性試験受験者数の推移は、以下の通りである。 

 

 

図 1-2 法科大学院適性試験志願者数及び受験者数 

出典：法曹養成制度改革連絡協議会第２０回協議会（令和４年１２月２２日開催）の資料２－１２「法科大

学院適性試験志願者数及び受験者数」3 

 

 

 
2 適性試験は、平成 22 年までは、日弁連法務研究財団と大学入試センターによりそれぞれ実施

されていたが、平成 23 年以降、日弁連法務研究財団に一本化された。平成 22 年までの 2 種類

の適性試験の受験者数は、一貫して大学入試センターのものの方が多く、大きな傾向として

は、大部分の法科大学院受験生が両方の適性試験を受験し、大学入試センターの適性試験はほ

とんどの法科大学院受験生が受験する、というものだったと考えられる。そのため、平成 22 年

までの適性試験受験者数は、大学入試センターのものを採用する。法科大学院入試との関係で

は、法科大学院によって採用する適性試験が異なっていたものの、現時点では、どの法科大学

院がどちらの適性試験を採用していたかについては調査できなかった。 
3 https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00207.html 

https://www.moj.go.jp/content/001388129.pdf 

図 1-2 中「年度」とあるのは、本報告書における「年」である。 

https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00207.html
https://www.moj.go.jp/content/001388129.pdf
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ｂ 次に、令和元年度以降については、平成３０年度までの法科大学院志願者数：適性試験

受験者数の比率から、法科大学院志願者数を推計することとした。 

すなわち、平成２１年度から平成３０年度における法科大学院志願者数：適性試験受験者

数の平均値は、法科大学院志願者数：適性試験受験者数＝1：0.40056 となる。 

そこで、令和元年度以降については、各年度の法科大学院志願者数に 0.40056をかけるこ

とで、法科大学院志願者数を推計した。 

ｃ 以上の考え方に基づいて算出した法科大学院志願者数（令和元年度以降の値は推計値）

は、以下の通りである。 

 

表 1-1 法科大学院志願者数（令和元年度以降は推計値） 

 

 

  

平成21年度 11,870 平成20年実施適性試験（大学入試センター）受験者数

平成22年度 9,370 平成21年実施適性試験（大学入試センター）受験者数

平成23年度 7,909 平成22年実施適性試験（大学入試センター）受験者数

平成24年度 7,249 平成23年実施適性試験（日弁連法務研究財団）受験者数

平成25年度 5,967 平成24年実施適性試験（日弁連法務研究財団）受験者数

平成26年度 4,945 平成25年実施適性試験（日弁連法務研究財団）受験者数

平成27年度 4,091 平成26年実施適性試験（日弁連法務研究財団）受験者数

平成28年度 3,621 平成27年実施適性試験（日弁連法務研究財団）受験者数

平成29年度 3,286 平成28年実施適性試験（日弁連法務研究財団）受験者数

平成30年度 3,086 平成29年実施適性試験（日弁連法務研究財団）受験者数

令和元年度 3,630 推計値（志願者数×0.40056）

令和2年度 3,268 推計値（志願者数×0.40056）

令和3年度 3,341 推計値（志願者数×0.40056）

令和4年度 4,231 推計値（志願者数×0.40056）

令和5年度 4,876 推計値（志願者数×0.40056）
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イ 予備試験受験者数の推移について 

司法試験予備試験受験者の推移は、以下の通りである。 

 

表 1-2 司法試験予備試験受験者数の推移 

 

出典：法曹養成制度改革連絡協議会第２０回協議会（令和４年１２月２２日開催）の資料【3-18】司法試

験予備試験合格者に関するデータ一覧4をベースに、令和５年予備試験の結果を追加 

 

（２）分析の視点 

ア 法科大学院志願者数について 

（ア）法科大学院志願者の数値（推計値を含む）を分析の対象とする。 

（イ）大きな傾向は、以下の通りである。 

ａ 制度が始まった平成１６年度から数年間の志願者数は、非常に多い。 

ｂ 平成２１年度以降は、平成２１年度から平成３０年度までが減少、令和元年度に１年間だ

け増加し、令和２年度には再度減少するが、令和２年度から令和５年度の間は増加傾向が

みられる。 

（ウ）このうち、以下の２つの時期を分析の対象とする。 

i) 平成２１年度から平成３０年度（減少傾向） 

ii) 令和２年度から令和５年度（増加傾向） 

 
4 https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00207.html 

https://www.moj.go.jp/content/001388190.pdf 

実施年 予備試験受験者数

平成23年 6,477

平成24年 7,183

平成25年 9,224

平成26年 10,347

平成27年 10,334

平成28年 10,442

平成29年 10,743

平成30年 11,136

令和元年 11,780

令和2年 10,608

令和3年 11,717

令和4年 13,004

令和5年 13,372

https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00207.html
https://www.moj.go.jp/content/001388190.pdf
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（エ）平成１６年度から平成２０年度までの期間を除外するのは、制度開始当初の外れ値だと

考えられるためである。 

令和元年度を除外するのは、この年だけ志願者が一時的に急増しているところ、この急増

は、この年から、法科大学院入試から適性試験が任意化されたことが影響していると考えら

れるためである。 

 

イ 予備試験受験者数について 

予備試験受験者の数は、平成２３年の制度開始後、令和５年まで、一貫して増加傾向にあ

る。この増加傾向を分析の対象とする。 

iii） 平成２３年から令和５年の予備試験受験者数の推移（増加傾向） 

 

２ 他のデータとの比較による分析 

（１）比較対象 

法科大学院志願者数及び予備試験受験者数の推移を分析するため、以下の要素と比較

検討した。 

① 日本の人口の推移 

人口推計 / 各年 10月 1日現在人口 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00200524&bunya_l=02 

② 大学生数の推移／③ 法学部生数の推移 

学校基本調査における、各年度の「高等教育機関 学校調査 学校調査票（大学・大学院）」

のエクセル表「10（10－1）関係学科別」シートの「４年次計」の列より、該当箇所をそれぞれ

抽出した。法学部生数については、データとしては「法学・政治学」となっているが、これ以

上に分類したデータがないため、この数値を用いることとする。 

（例：令和４年度の情報元） 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032265027&fileKind=0 

④ 募集中の法科大学院の推移／⑤ 法科大学院の募集定員の推移 

法科大学院等特別委員会第 113 回配付資料の【参考資料 2】法科大学院制度の経緯につ

いて（1頁） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00016.htm 

https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_6.pdf 

⑥ 司法試験合格率の推移 

法科大学院等特別委員会第 113 回配付資料の【資料 2-5】司法試験結果の分析(法科大

学院) を参照 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00016.htm 

https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_2-5.pdf 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00200524&bunya_l=02
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032265027&fileKind=0
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00016.htm
https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_6.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00016.htm
https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_2-5.pdf
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⑦ 国家総合職（大卒）志願者数の推移 

人事院令和 3年度年次報告書の「第 2部 人材確保に向けた国家公務員採用試験の課題

と今後の施策」に記載されたデータに、令和 4年度及び令和 5年度のデータを追加。 

https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2206/hakusho_r3.html 

⑧ 公認会計士試験受験者数の推移 

金融庁「令和５年公認会計士試験合格者調」より 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/r5shiken/ronbungoukaku_r05/03.pdf 

以上の①～⑧のデータは、表 1-3の通りである。 

 

https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2206/hakusho_r3.html
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/r5shiken/ronbungoukaku_r05/03.pdf
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表 1-3 比較対象とする各データ 

 

 

（２）それぞれの指標との相関関係 

①～⑧のデータそれぞれについて、 

i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願者の減少傾向 

①日本の総人口

（前年10月）

②大学4年生の学生数

（前年度）

③大学4年生の法学部

生数（前年度）

④募集中の法

科大学院数

平成21年（2009年） 127,692,000 664,750 47,708 74

平成22年（2010年） 127,510,000 664,519 46,719 74

平成23年（2011年） 128,057,000 680,984 48,453 73

平成24年（2012年） 127,799,000 677,108 47,532 73

平成25年（2013年） 127,515,000 672,383 46,572 69

平成26年（2014年） 127,298,000 676,998 45,825 67

平成27年（2015年） 127,083,000 669,770 44,828 54

平成28年（2016年） 127,095,000 660,968 43,693 45

平成29年（2017年） 126,933,000 666,793 43,430 43

平成30年（2018年） 126,706,000 661,051 43,025 39

令和元年（2019年） 126,443,000 665,976 43,594 35

令和2年（2020年） 126,167,000 665,077 44,330 35

令和3年（2021年） 126,146,000 672,247 43,665 35

令和4年（2022年） 125,502,000 673,568 42,901 35

令和5年（2023年） 124,947,000 675,589 41,281 34

⑤法科大学院の

募集定員

⑥司法試験合格率（前年

度の司法試験合格率）

⑦国家総合職試験

（大卒程度試験）

⑧公認会計士

試験受験者数

平成21年（2009年） 5,765 32.98% 22,186 21,255

平成22年（2010年） 4,909 27.64% 26,888 25,648

平成23年（2011年） 4,571 25.41% 27,567 23,151

平成24年（2012年） 4,484 23.54% 21,358 17,894

平成25年（2013年） 4,261 25.06% 20,911 13,224

平成26年（2014年） 3,809 26.77% 19,898 10,870

平成27年（2015年） 3,169 22.58% 21,129 10,180

平成28年（2016年） 2,724 23.08% 21,485 10,256

平成29年（2017年） 2,566 22.95% 20,932 11,032

平成30年（2018年） 2,330 25.86% 20,356 11,742

令和元年（2019年） 2,253 29.11% 18,328 12,532

令和2年（2020年） 2,233 33.63% 18,137 13,231

令和3年（2021年） 2,233 39.16% 15,883 14,192

令和4年（2022年） 2,233 41.50% 16,626 18,789

令和5年（2023年） 2,197 45.52% 16,900 20,317
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ii） 令和２年度から令和５年度の法科大学院志願者の増加傾向 

iii） 平成２３年から令和５年の予備試験受験者の増加傾向 

との相関係数を算出した。 

その結果は、以下の表 1-4の通りである。 

 

表 1-4 各データとの相関係数 

 

 

（３）相関関係についての考察 

ア 「i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願者の減少傾向」との相関関係に

ついて 

（ア）③法学部生数と「i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願者の減少傾向」と

の間の相関係数は 0.840 であり、一定の相関関係が認められる。法科大学院志願者の出身

学部のうち、法学部が占める割合が高いことからすれば、法学部生数の減少と法科大学院

志願者実数との相関関係の中には、法学部生数→法科大学院志願者数という因果関係が

一定程度存在する可能性がある。 

（イ）④募集中の法科大学院数と「i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願者の

減少傾向」との間の相関係数は 0.838 である。また、⑤法科大学院の募集定員と「i） 平成２１

年度から平成３０年度の法科大学院志願者の減少傾向」との間の相関係数は 0.967 である。

これらとの間には、比較的強い相関関係が認められる。 

法科大学院志願者数が減少したことが原因となり、法科大学院の募集停止や法科大学院

の募集定員減少が生じた、との因果関係も想定できる。他方で、法科大学院の募集停止や

募集定員減少が原因となり、法科大学院進学を志願する者が減少した、という因果関係もあ

りうるかもしれない。 

（ウ）⑥司法試験合格率と「i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願者の減少傾

向」との間の相関係数は 0.784であり、一定の相関関係が認められる。 

司法試験合格率が低いことにより、自らが司法試験に合格する見込みを肯定できず、法科

大学院進学を断念する、という者がいる可能性はある。 

（エ）⑧公認会計士試験の受験者数と「i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願

者の減少傾向」との間の相関係数は 0.871 であり、一定の相関関係がある。因果関係ではな

①日本の総
人口（前年
10月）

②大学4年
生の学生数
（前年度）

③大学4年生
の法学部生数
（前年度）

④募集中
の法科大
学院数

⑤法科大
学院の募
集定員

⑥司法試験
合格率（前年
度の司法試
験合格率）

⑦国家総合
職試験（大卒
程度試験）

⑧公認会
計士試験
受験者数

法科大学
院志願者
実数

予備試験受
験者数

i）　平成２１年度から平
成３０年度の法科大学院
志願者の減少傾向

0.776 0.163 0.840* 0.838* 0.967** 0.784 0.563 0.871* -0.966**

ii）　令和２年度から令
和５年度の法科大学院
志願者の増加傾向

-0.999** 0.788 -0.968* -0.822 -0.822 0.907 -0.140 0.983* 0.924

iii）　平成２３年から令
和５年の予備試験受験
者の増加傾向

-0.913* -0.370 -0.944* -0.863* -0.883* 0.687 -0.849* -0.210 -0.752

(*:p<.05, **:p<.01)
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いと考えられるため、何らかの共通の要因があることが推測される。 

 

イ 「ii） 令和２年度から令和５年度の法科大学院志願者の増加傾向」との相関関係につい

て 

（ア）「i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願者の減少傾向」との間で一定の相

関関係が認められた以下の３つについて、いずれも、マイナスの強い相関となっている。 

③大学４年生の法学部生数 相関係数 -0.968 

④募集中の法科大学院数 相関係数 -0.822 

⑤法科大学院の募集定員 相関係数 -0.822 

（イ）⑥司法試験合格率と「ii） 令和２年度から令和５年度の法科大学院志願者の増加傾向」

との間の相関係数は 0.907であり、一定の相関関係が認められる。司法試験合格率が高まる

ことにより、自らが司法試験に合格する見込みを肯定できるようになり、法科大学院進学を

志願する、という者がいる可能性はある。 

（ウ）⑧公認会計士試験の受験者数と「ii） 令和２年度から令和５年度の法科大学院志願者

の増加傾向」との間の相関係数は 0.983 であり、強い相関関係がある。因果関係ではないと

考えられるため、何らかの共通の要因があることが推測される。 

（エ）予備試験受験者数と「ii） 令和２年度から令和５年度の法科大学院志願者の増加傾向」

との相関係数は 0.924であり、強い相関関係がある。 

 

ウ 「iii） 平成２３年から令和５年の予備試験受験者の増加傾向」との相関関係について 

①～⑧の中には、「iii） 平成２３年から令和５年の予備試験受験者の増加傾向」との間に

有意な相関関係がありそうなデータは見受けられなかった。 

 

エ 総合的な分析 

i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願者の減少傾向 

ii） 令和２年度から令和５年度の法科大学院志願者の増加傾向 

iii） 平成２３年から令和５年の予備試験受験者の増加傾向 

という３つの傾向との相関係数を総合すると、以下の分析が可能である。 

（ア）令和２年度から令和５年度までの法科大学院志願者数の増加は、日本の総人口（①）及

び法学部生数（③）や法科大学院数（④）や法科大学院の募集定員総数（⑤）とは、マイナス

の相関関係がある。他方で、これらの要素は、いずれも、平成２１年度から平成３０年度まで

の法科大学院志願者数の減少傾向とは、一定の相関関係がある。 

ここからは、令和２年度から令和５年度の法科大学院志願者数の増加傾向は、日本の総

人口の減少（①）、法学部生数の減少（③）、法科大学院数の減少（④）、法科大学院の募集定

員総数の減少（⑤）というマイナス要因を打ち消すだけの効果を持つ、別の要因によってもた

らされたものであることが示唆される。 
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（イ）「i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願者の減少傾向」、「ii） 令和２年度

から令和５年度の法科大学院志願者の増加傾向」及び「iii） 平成２３年から令和５年の予備

試験受験者の増加傾向」に共通して一定の相関関係が認められる要素は、「⑥司法試験合

格率」である。 

（ウ）「i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願者の減少傾向」と「ii） 令和２年度

から令和５年度の法科大学院志願者の増加傾向」という２つに共通して一定の相関関係が

みられる（そして、「iii） 平成２３年から令和５年の予備試験受験生の増加傾向」とは相関関

係が認められない）要素は、「⑧公認会計士試験の受験者数」である。因果関係は想定でき

ないが、減少傾向・増加傾向の両方に一定の相関があることから、「法科大学院志願者数の

推移」と「公認会計士試験受験者数の推移」には、何らかの共通する要因が存在することが

示唆される。 

 

３ その他の視点 

i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願者の減少傾向 

ii） 令和２年度から令和５年度の法科大学院志願者の増加傾向 

iii） 平成２３年から令和５年の予備試験受験者の増加傾向 

を説明する要因として、他に、以下の各点が挙げられる。ただし、いずれも、客観的データで

の裏付けをするにはさらなる調査が必要である。 

 

（１）弁護士の就職状況との関係について 

ア 弁護士の就職状況について 

（ア）司法修習生の弁護士就職の状況は、概要、６２期（平成２１年１２月登録）頃から厳しくな

っていき、６３期（平成２２年１２月登録）、６４期（平成２３年１２月登録）はかなり厳しく、６５期

（平成２４年１２月登録）から６７期（平成２６年１２月登録）までがもっとも厳しく、６８期（平成２

７年１２月登録）から徐々に改善し、７０期（平成２９年１２月登録）以降は大幅に改善、というも

のである。 

これらを裏付けるデータとしては、「弁護士未登録者数の推移」（法曹養成制度改革連絡協

議会第２０回協議会（令和４年１２月２２日開催）の資料２－７）5がある6。 

 
5 https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00207.html 

https://www.moj.go.jp/content/001388125.pdf 
6 未登録者の推移について、日弁連のまとめには、「司法修習終了後の一括登録時点で弁護士登

録をしない未登録者が年々増加してきており、65 期以降は 550 人前後となっています。この中

には弁護士として法律事務所に就職できないという理由で未登録である人が相当多数含まれて

おり、未登録者数の急増は、それだけ就職環境が悪化していることの現れだと捉えられます。」

との記載がある（2012 年（平成 24 年）3 月 15 日の日本弁護士連合会による法曹人口政策に関

する提言の資料集）。 

https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00207.html
https://www.moj.go.jp/content/001388125.pdf
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表 1-5 弁護士未登録者数の推移 
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（イ）「i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願者の減少傾向」のうち、少なくとも

平成２１年度から平成２７年度までの減少傾向については、弁護士の就職状況の悪化が一定

の寄与をしている可能性がある。 

「ii） 令和２年度から令和５年度の法科大学院志願者の増加傾向」は、令和２年度以降の

就職状況（売り手市場）と整合する。前者から後者への因果関係は想定されないが、後者か

ら前者への因果関係は一定程度考えられる。 

 

イ 弁護士の就職状況に関する報道について 

（ア）平成２２年頃から、マスコミで弁護士の就職状況の悪化が報じられるようになった。また、

平成２４年には日弁連が法曹人口に関する提言を公表し、この根拠として、弁護士の就職状

況の厳しさ等を強く打ち出した7。この日弁連提言についても、マスコミの報道がなされた。 

他方で、前述の通り、弁護士の就職状況は６８期（平成２７年１２月登録）から徐々に改善し、

７０期（平成２９年１２月登録）以降は大幅に改善しているが、この改善傾向がマスコミで報じ

られることはほとんどない。もっとも、近年は、「弁護士の就職状況が悪い」との報道はなされ

ておらず 、また、日弁連からも弁護士の就職状況が厳しいことを訴える内容の提言等は出さ

れていない。 

（イ）「i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願者の減少傾向」のうち、平成２２年

度から平成２５年度までの期間の減少については、マスコミの報道や日弁連提言が出された

時期と重なっている。これらの影響を一定程度受けたと考えるのが自然である。 

 

（２）法曹の魅力発信の取組みについて 

我が国においては、従前、法曹一般の魅力を発信するための取組みは、必ずしも組織的に

は行われていなかった。 

これに対し、平成２６年頃から、同時多発的に、関係各所において、法曹一般の魅力を発信

するための取組みが始まってきた。また、平成２８年頃からは、中高生を対象にする企画が増

え、特に平成３０年以降は、毎年、多くの企画が実施されるようになってきている。 

主な取組みは、表１－６「法曹の魅力発信の主な取組み」の通りである。 

 
7 2012 年（平成 24 年）3 月 15 日の日本弁護士連合会による「法曹人口政策に関する提言」 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120315.pdf 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120315.pdf
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表 1-6 法曹の魅力発信の主な取組み 

 

 
8 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/bengoshininarou.pdf 
9 https://www.nichibenren.or.jp/legal_info/top.html 
10 https://www.nichibenren.or.jp/legal_info/top/meet_lawyer.html 
11https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/bengoshininarou_shakaijin.pdf 
12https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/bengoshininarou_2.pdf 
13 https://www.nichibenren.or.jp/legal_info/top/meet_lawyer_2.html 
14 https://www.courts.go.jp/saikosai//about/saikousaikouhou/housou/kekka/index.html 
15 https://www.courts.go.jp/saikosai//about/saikousaikouhou/R3_housou/r3_kekka/index.html 
16 https://www.courts.go.jp/saikosai/about/saikousaikouhou/R4_housou/index.html 
17https://www.courts.go.jp/saikosai/about/saikousaikouhou/R5_housou/index.html 

１．法科大学院キャラバン 
開始時期：２０１４年１０月～ 
主催：法科大学院協会 
共催：日本弁護士連合会、後援：最高裁判所、法務省、文部科学省等 

・ 対象は、当初は主に法学部生。その後、中高生等にも広げる。 
・ ２０１４年度に始まって以降、２０１９年度まで、毎年、全国で開催。 
・ ２０２０年度は新型コロナウイルス感染症のため、不開催。 
・ ２０２１年度以降は、オンライン開催やハイブリッド開催。 

 
２．日本弁護士連合会による法曹の魅力発信の取組み 
２０１４年５月 「弁護士になろう‼ ☆８人のチャレンジ☆」8作成 
２０１６年    日弁連公式ＨＰ内に、弁護士になるための情報をまとめたページを開設9 
２０１６年    「弁護士に会ってみよう！」企画スタート10 
２０１７年３月 「弁護士になろう ８人のチャレンジ 社会人編」11 
２０１９年３月 「弁護士になろう‼ ☆８人のチャレンジ☆ ｖｏｌ．２」12 
２０２４年２月  「弁護士に聞いてみよう」企画スタート13 

 
３．来たれ、リーガル女子！ 
開催時期：２０１６年度～ 

・ 日本弁護士会連合会、内閣府、各地の弁護士会が実施する企画。 
・ 主に女子中高生をターゲットとする企画。男女共同参画の観点から、特に女性法曹の

魅力発信に取り組む。 
２０１６年１１月２３日   女子中高生のみなさんへ 女性の裁判官・検察官・弁護士の仕事や働 

き方ってどんなかな？ （早稲田大学） 
２０１７年１１月２３日  来たれ、リーガル女子！ （大阪） 
２０１８年１１月３日     来たれ、リーガル女子！ （福岡） 
２０１９年１１月３日    来たれ、リーガル女子！ （愛知） ※大阪、福岡、鹿児島に中継 
２０２０年度 大阪、福岡（鹿児島に中継）、愛知で実施 
２０２１年２月６日     来たれ、リーガル女子！ （日弁連主催 オンライン開催） 
２０２１年度  福岡、愛知、日弁連オンライン・札幌（2022/1/30）、大阪 
２０２２年度 福岡、愛知、日弁連オンライン・広島（2023/1/21） 
２０２３年度 福岡、愛知、札幌、大阪、日弁連・関東（2024/2/17） 

 
４．「法曹という仕事」 
最高裁判所、法務省・最高検察庁、日本弁護士連合会が合同で開催する法曹三者共同企

画。これまでに、令和元年度14、令和３年度15、令和４年度16、令和５年度17に開催。 
 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/bengoshininarou.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/legal_info/top.html
https://www.nichibenren.or.jp/legal_info/top/meet_lawyer.html
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/bengoshininarou_shakaijin.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/bengoshininarou_2.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/legal_info/top/meet_lawyer_2.html
https://www.courts.go.jp/saikosai/about/saikousaikouhou/housou/kekka/index.html
https://www.courts.go.jp/saikosai/about/saikousaikouhou/R3_housou/r3_kekka/index.html
https://www.courts.go.jp/saikosai/about/saikousaikouhou/R4_housou/index.html
https://www.courts.go.jp/saikosai/about/saikousaikouhou/R5_housou/index.html
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イ これらの取組みの多くは、中高生や学部生（特に、進路選択前の１、２年生）を対象とする

取組みであるため、法科大学院志願者数への影響が出るのは、２年（学部２年生の場合）～９

年（中学１年生の場合）後となる。 

平成２８年頃から本格化したことを考えれば、「ii） 令和２年度から令和５年度の法科大学

院志願者の増加傾向」に対して、一定の寄与がある可能性がある。 

 

（３）制度変更との関係 

ア 司法試験予備試験について 

平成２３年、司法試験予備試験が始まった。司法試験予備試験は、法科大学院に進学しな

くても司法試験の受験資格が得られる制度であるため、予備試験が開始されたことによる法

科大学院志願者数への影響が想定される。 

前述の通り、法科大学院志願者数は平成２１年度から平成２５年度にかけて急激に減少し、

平成３０年度まで減少傾向が続いていた。平成２３年度以降の減少のうち、要因の一部が予

備試験の開始にある可能性はあるものの、それ以上の分析は困難である。 

 

イ 法曹コース及び司法試験の法科大学院在学中受験資格の導入について 

（ア）令和元年、法曹コースの設立と司法試験の在学中受験を可能とする制度改正がなされ

た。法曹コースについては、平成３１年（令和元年）度の法学部入学者から登録可能となり、法

曹コース１期生が早期卒業を経て法科大学院に入学したのは、令和４年度である。 

令和４年度の法科大学院志願者は延べ人数で１万人を超え、推計値でも４,０００人を上回

った。令和４年度は、法曹コースの制度創設前の学生（主に大学４年生）と早期卒業した法曹

コース１期生（大学３年生）が同時に法科大学院に入学した年であり、いわば特殊な年である

ため、令和４年度の１年だけでは判断がつかないが、令和５年度の法曹志望者数は１万２,１７

４人、推計値は約４,９００人と、さらに増加した。とすれば、法曹コースの制度が創設されたこ

とが法科大学院志願者数の増加の要因となっている可能性があると考えられる。 

（イ）司法試験の法科大学院在学中受験資格は、令和５年司法試験から導入されたばかりで

あるため、現時点では、これが法科大学院志願者数等に与える影響を客観的に分析すること

はできない。ただ、法科大学院既修者コースへの入学者が在学中受験を利用できるようにな

る年は、令和４年度入学者からである。令和４年度及び令和５年度の法科大学院志願者数が

増加していることのうち、一定程度は、在学中受験制度が寄与している可能性がある。 

 

（４）新型コロナウイルス感染症拡大との関係 

令和２年２月頃から新型コロナウイルス感染症の影響が広がり、この影響は、少なくとも、５

類に移行した令和５年５月までは続いていた。 

新型コロナウイルス感染症と法科大学院志願者数の推移との関係について、明確な分析
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は困難であるが、一応、以下の点が指摘できる。 

・ 令和２年度と令和３年度、大学教育は大きな制約を受けた。令和２年度は、講義はオンラ

イン講義が中心であったし、年間を通じて、サークル活動や懇親会等は制限されていた。

令和３年度も、かなりの程度影響が残っていた。この時期に大学１年生、大学２年生だっ

た学生は、コロナ禍の大学生活を通じて進路選択をすることになった。 

・ 令和２年度と令和３年度、民間企業への就職活動も、かなりの程度、制約を受けた。この

時期に大学３年生、大学４年生だった学生は、これにより、民間企業への就職活動に対す

る取組み方に影響を受け、そのために進路を切り替えた者がいる可能性がある。（なお、

令和２年度から令和４年度にかけて、コロナ禍の影響を受けて、民間企業が新規採用を

抑制した、というデータは、確認できなかった。） 

以上から、令和３年度及び令和４年度の法科大学院志願者数には、コロナ禍の影響が何ら

かの形で出ている可能性がある。他方で、コロナ禍の影響がまだ残っている現時点では、こ

れらをデータ等から分析することは困難である。 

 

（５）予備試験受験者数の増加について 

予備試験受験者数の増加に影響を与えている可能性があるデータとして、予備試験合格

者の司法試験合格率の推移がある。予備試験合格の資格に基づく者の司法試験合格率は、

平成２４年は６８．２４％であり、平成２９年までは７０％前後で推移しているが、平成３０年以

降上昇し、令和３年は９３．５０％、令和４年は９７．５３％、令和５年は９２．６３％である。 

ここからは、予備試験に合格すれば司法試験にも合格できる、との考えから、予備試験を

受験する者が増えている可能性がある。 

他方で、予備試験受験者の増加の相当部分は、予備試験に合格しなかった者が再度受験

していることで説明できるのかもしれない。ただし、現状は、予備試験の受験回数に関するデ

ータが公表されていないため、仮説にとどまる。 

 

４ まとめ 

（１）法科大学院志願者数について 

i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願者の減少傾向 

ii） 令和２年度から令和５年度の法科大学院志願者の増加傾向 

という２つの傾向に注目した。 

ア 「i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願者の減少傾向」については、 

・ 法学部生の減少 

・ 法科大学院の募集停止、募集定員の削減 

・ 弁護士の就職難及びそれについての報道等 

・ 司法試験合格率の低下 
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等が影響していることが伺われる。 

イ 「ii） 令和２年度から令和５年度の法科大学院志願者の増加傾向」については、 

・ 法曹コースの制度創設 

・ 司法試験の在学中受験資格の導入 

・ 法曹の魅力発信の取組の充実 

・ 弁護士の就職状況の改善（及び弁護士の就職難についての報道がなされなくなった

こと） 

・ 司法試験合格率の上昇 

等が影響していることが伺われる。 

ウ 「i） 平成２１年度から平成３０年度の法科大学院志願者の減少傾向」と「ii） 令和２年度

から令和５年度の法科大学院志願者の増加傾向」の両方に相関する要素は、 

・ 司法試験合格率 

・ 公認会計士試験の受験者数 

である。ただし、後者については直接の因果関係は想定できず、前者についても何らかの因

果関係があるかは不明である。 

 

（２）予備試験受験者数について 

iii） 平成２３年から令和５年の予備試験受験者の増加傾向 

という一貫した増加傾向がみられる。 

この要因として、予備試験合格者の司法試験合格率が高止まりしていることが考えられる。

他方で、予備試験受験者の増加は、不合格だったものが再度受験することの累積効果であ

る可能性もある。 

法科大学院志願者を含む法曹志望者に関する検証のためには、予備試験受験者の増加

傾向についても着目し、その要因を分析することが有意義である。この分析のためには、予

備試験の受験回数についてのデータを分析する必要がある。他方で、予備試験の受験回数

については、公表されたデータは見当たらない。受験制度として各受験生にＩＤが付与されて

いることや、「司法試験予備試験に関するアンケート調査」18。等の調査は実施されていること

から、今後、予備試験の受験回数に関するデータが何らかの形で公表されれば、予備試験受

験者の増加傾向の要因をさらに分析することが可能になると思われる。 

  

 
18 https://www.moj.go.jp/content/001238188.pdf 

 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/071/attach/1397305.htm 

https://www.moj.go.jp/content/001238188.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/071/attach/1397305.htm
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第２章 法曹コースの制度や在学中受験資格の活用状況等 

１ 法曹コースの制度の活用状況について 

（１） 「令和５年度法曹コース実態調査」について 

法曹コースの実態については、法科大学院等特別委員会（第１１２回）資料２「令和５年度法

曹コース実態調査」にまとめられている19。 

注目すべき点は、以下の通りである。 

ア 法曹コースの数、協定の数、自大学に法科大学院がない法曹コースの数などについて、

同調査の p.５、６に記載がある。 

・ 法曹コース数 ４０コース 

・ 協定数 ７０協定（４０の法曹コースがそれぞれの法科大学院と締結した協定数） 

 

表 2-1 法曹養成連携協定の締結状況（令和 5 年度法曹コース実態調査より） 

 

 

イ 在籍者数、修了者数、法科大学院進学者数は、同調査の p.８～２１に記載があり、令和５

 
19 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00014.htm 

https://www.mext.go.jp/content/20230831-mxt_senmon02-000031679_2.pdf 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00014.htm
https://www.mext.go.jp/content/20230831-mxt_senmon02-000031679_2.pdf
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年度の２年次から４年次の在籍者数は、全法曹コース合計値で、以下の通りである。 

２年次 1,271名 

３年次 1,228名 

４年次     891名 

 

（２）「早期卒業・飛び入学制度を活用した法科大学院入学者数」について 

法科大学院等特別委員会（第１１３回）の参考資料６「早期卒業・飛び入学制度を活用した

法科大学院入学者数」20。によれば、早期卒業者（学部３年次で卒業した者）の人数は、令和３

年度入学者が合計１３０名だったのに対して、令和４年度入学者が合計２９２名、令和５年度

入学者が合計３００名と、法曹コース制度開始前と比較し、急激に増加していることが確認で

きる。 

 

 
図 2-1 早期卒業・飛び入学制度を活用した法科大学院入学者数 

出典：法科大学院等特別委員会（第 113 回）の参考資料６ 

 
20 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00016.htm 

https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_10.pdf 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00016.htm
https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_10.pdf
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（３）法曹コースの制度の活用について 

ア 法曹コース制度を利用する学生の数について 

令和５年度は、全４０コース合計で、１学年１,２００名を超える学生が法曹コースに登録して

いる。また、法曹コース修了者の人数は、令和３年度（３年次修了者のみ）は２７２名、令和４年

度は３年次修了者２５６名と４年次修了者３０８名の合計５６４名である。令和５年度の在籍者

数（３年次１,２２８名、４年次８９１名）からすれば、令和５年度の修了者は、３年次修了者も４年

次修了者も、さらに増加することが見込まれる。 

そして、令和３年度修了生及び令和４年度修了生は、大部分が法科大学院に進学している。

ここからすれば、令和５年度以降も、法曹コース修了生の大部分は法科大学院に進学すると

考えられる。 

以上から、法曹コースは、これまでのところ、制度設計どおりに活用されているといえる。 

イ 法曹志望者の地域的な多様性を担保するための制度として 

法曹コースの数は４０であるが、このうち、自大学の法科大学院がない法曹コースが１０コ

ースある。このうち、新潟、信州、香川、熊本、鹿児島は、県内に法科大学院がない大学に設

置された法曹コースである。これらの法曹コースについて、令和４年度の修了者の進路をみ

ると、協定先の法科大学院に進学した者が多数いる。法科大学院志願者の地域的な多様性

を担保するためのひとつの制度として機能しているといえる。 

 

２ 在学中受験資格の活用状況について 

（１）在学中受験に関するデータについて 

令和５年司法試験から、司法試験の在学中受験（法科大学院在学中の受験資格による司

法試験受験）が始まった。 

令和５年司法試験について、在学中受験に関するデータは、以下の通りである。 

ア 法科大学院最終年次在籍者数21 

合計  1,664名 

 既修者 1,297名 

 未修者     367名 

イ 在学中受験資格に基づく司法試験の出願者数22 

 
21出典：法科大学院等特別委員会（第 114 回）資料５（別紙）「各法科大学院の令和５年司法試

験在学中受験の状況について」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00017.htm 

https://www.mext.go.jp/content/20240227-mxt_senmon02-000033945_5_2.pdf 
22 法科大学院等特別委員会第 113 回配付資料【資料 2-2】 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00016.htm 

https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_2-5.pdf 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00017.htm
https://www.mext.go.jp/content/20240227-mxt_senmon02-000033945_5_2.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00016.htm
https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_2-5.pdf
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合計  1,114名 

 既修者 939名 

 未修者 175名 

ウ 令和５年司法試験のデータ23 

（ア）司法試験受験者数 

  法科大学院修了   2,505名 

  法科大学院在学中 1,070名 

（イ）短答式試験合格者数 

  法科大学院修了  1,864名 

  法科大学院在学中    933名 

（ウ）最終合格者数 

  法科大学院修了   817名（合格率 32.61％） 

  法科大学院在学中 637名（合格率 59.53％） 

 

（２）在学中受験に対応するための法科大学院側の対応について 

法科大学院等特別委員会（第１１２回）資料３「司法試験の在学中受験に向けた教育課程の

工夫等に関する調査」24には、在学中受験制度が開始するにあたり、法科大学院側がカリキュ

ラム上の配慮や工夫をしていることがわかる。 

たとえば、修了要件単位数を削減する、履修登録単位数の上限を引き上げる、３年次前期

の講義の開講日を早める、３年次前期の期末試験の実施時期を変える、授業の配置を工夫

する（例：法律実務基礎科目を３年次後期に配置する）、エクスターンシップ等の実施時期を

変更する、等がなされている。 

 

（３）在学中受験資格の活用状況 

ア 令和５年度の募集継続校３４校における法科大学院最終年次在籍者 1,664 名のうち、

1,066 名が在学中受験資格により司法試験を受験した（募集停止校からの在学中受験者も

含めると、1,070名）。そして、このうちの６３７名が司法試験に最終合格した。 

人数からしても、割合からしても、在学中受験資格は法科大学院生に十分活用されている

といえる。 

イ 多くの法科大学院において、在学中受験に対応するカリキュラム変更、工夫や配慮がなさ

れている。在学中受験資格の導入は、法科大学院からも活用されていると評価できる。 

 

 
23同上。 
24 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00014.htm 

https://www.mext.go.jp/content/20230831-mxt_senmon02-000031679_3.pdf 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00014.htm
https://www.mext.go.jp/content/20230831-mxt_senmon02-000031679_3.pdf
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３ さらなる活用に向けた調査や取組みについての提案 

（１）法曹コースについて 

ア 法曹コースの在籍者数及び修了者数は、現時点でも相当な水準に至っている。しかし、

法曹コースごとのばらつきが大きく、個々に見ていくと、本来であれば各大学で設定した定員

数まで登録人数を増やしていけるであろう法曹コースもあるように思われる。 

より多くの学生に法曹コースの魅力を知ってもらうためには、以下のような調査や取組み

が考えられる。 

（ア）法学部１年生に対する適切な情報提供。制度の説明会だけではなく、法曹コースの在籍

者や修了者による体験談を聞く機会、法曹コースの実際の講義を体験できる機会などを設け

ることが考えられる。 

（イ）法曹コースを選択することのメリット、デメリットを明確にし、また、不合理なデメリットは

解消する。法曹コースを選択することのメリット、デメリットを明確にするために、学生への調

査をすることも考えられる（法曹コースを選択した学生／法曹コースを選択しなかった学生。

法曹コースを修了した学生／法曹コースを途中でやめた学生）。 

イ 法曹コースの魅力を高めるとともに、これらの魅力をさらに打ち出す。 

・ 調査からは、高度な教育内容など、早期卒業や特別選抜以外の魅力を理由に法曹コ

ースに登録した学生が相当数存在することがわかる25。 

・ 法曹コースの正規カリキュラム及び関連カリキュラムの中に、法曹としてのキャリア構

築に関する内容を組み込む。 

ウ 法曹コースを検討する学生にとっては、法科大学院への進学及びその先の司法試験合

格が重要な関心事だと考えられる。法曹コース選択に関する学生の意思決定を円滑にする

ため、法曹コースを選択した者に関する各種データ（法曹コース修了、法科大学院進学、司

法試験合格等の状況）を調査し、公表することが望ましい。 

 

（２）在学中受験について 

ア 在学中受験の活用の傾向は、今後も続いていくと考えられる。 

在学中であるから、法科大学院のカリキュラムとの関係で、工夫が必要である。 

イ 学生の選択により、在学中受験が事実上可能なカリキュラムとすることが望ましい。 

他方で、在学中受験を選択しない学生は今後も存在し続けるであろうから、在学中受験を選

択しない学生にとっても不利益のないカリキュラムを工夫することが求められる。 

 
25 法科大学院等特別委員会（第 112 回）資料４－２「令和４年度先導的大学改革推進委託事業 

法科大学院等の教育の充実に関する調査研究」P68 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00014.htm 

https://www.mext.go.jp/content/20230831-mxt_senmon02-000031679_5.pdf 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00014.htm
https://www.mext.go.jp/content/20230831-mxt_senmon02-000031679_5.pdf
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ウ 在学中受験を選択する者にとっても選択しない者にとっても学びやすいカリキュラムにつ

いては、現在進行形で、各法科大学院が試行錯誤を続けている26。。どのような工夫がなされ

ているか、それに対する学生の評価はどのようなものか、等について、継続的に調査をするこ

とが望ましい。 

エ 多くの法科大学院において、特に最終年次の後期は、以下のような様々な属性の学生が

混在して同じ講義を受けることになる。 

・ 在学中受験で合格した者 

・ 在学中受験をしたが、不合格だった者 

・ 在学中受験をしなかった者 

 これらの学生が同じ講義を受けることのメリットとデメリットを調査し、必要な対応を検討す

るきっかけとすることが大切である。 

 

（３）法曹コース及び在学中受験を含む法曹養成制度全体について 

ア 法曹コース及び在学中受験は、適切に活用されており、法曹という進路を検討する学生

等との関係で、現在の法曹養成制度の魅力を高めることに寄与している。 

よりよい法曹養成制度を実現するには、法曹コース、在学中受験、法科大学院を含めた、

法曹養成制度全体についても、視野に入れる必要がある。 

この点については、以下のような調査が考えられる。 

イ 法曹養成制度全体の調査としては、まずは、法務省及び文部科学省によって実施されて

いる「法学部に在籍する学生に対する法曹志望に関するアンケート」27。が、法曹を目指す学生

の全体的な傾向等を把握する上で、非常に優れた調査である。このアンケート調査は、今後

もできる限り継続されるべきだと考える。 

次に、予備試験については、予備試験受験者の増加の要因をさらに掘り下げて分析するた

めには、受験回数のデータを利用できることが望ましい。予備試験の制度からして受験ＩＤに

より受験回数を把握できていると思われるため、これを公表することがまず考えられる。また、

法務省は、第６９期司法修習生を対象に、「司法試験予備試験に関するアンケート調査」を実

施し、この結果を公表している。このような調査を今後も実施することも有益である。 

さらには、（この「司法試験予備試験に関するアンケート調査」と同じように、）毎年の司法

修習生を対象に、司法試験に合格するまでにどのような制度を利用したかを調査することが

考えられる。具体的には、法曹コース利用の有無、予備試験の受験の有無（いつ、何回受験

 
26法科大学院等特別委員会（第 112 回）資料３「司法試験の在学中受験に向けた教育課程の工夫

等に関する調査」https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00014.htm 

https://www.mext.go.jp/content/20230831-mxt_senmon02-000031679_3.pdf 
27 法曹養成制度改革連絡協議会（第 21 回）資料６「令和 4 年度 法学部に在籍する学生に対す

る法曹志望に関するアンケート結果」https://www.moj.go.jp/content/001404397.pdf 

https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00228.html 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00014.htm
https://www.mext.go.jp/content/20230831-mxt_senmon02-000031679_3.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001404397.pdf
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00228.html


27 

し、その結果がどうか）、法科大学院進学に関する情報、在学中受験利用の有無、司法試験

に合格した際にどのような司法試験受験資格に基づき受験したか、司法試験受験回数等で

ある。これにより、法曹となる者の全体的な傾向が把握できることに加え、法曹を目指す学生

に対して司法試験合格までの見通しを与えることもできる。 
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第３章 若年層やその保護者等の認識の変化等 

１ 高校生アンケートの結果 

（１）調査票の構成 

この調査は、国立大学法学部への合格実績の高い全国の高校に通う生徒を対象に設計さ

れたものであり、大きく 5つの要素によって構成されている。 

第一は、法曹になる過程・法曹イメージに関するものである（「Ⅰ 高校卒業後の進路・法

曹になる過程・法曹イメージに関する質問」）。ここには 7 つの大問が設定され、次の順序で

並んでいる。 

 

１．大学に進学して、法律学を学ぶことを視野に含めているか 

２．大学で法律学を学ぶことに対するイメージ 

３．司法試験を受験するための２つのルートについての認知 

４．「法曹コース」（連携法曹基礎課程）の認知 

５．「法曹コース」の情報源 

６．「法曹コース」への関心 

７．法曹に対するイメージ 

 

そのうえで、調査は、自分自身の将来に関する質問へと入る（「Ⅱ 将来の職業イメージに

関する質問」）。まず、第二の部分として、次の2つを尋ねる。 

 

１．職業選択にあたって重要視すること 

２．具体的に考えている職業 

 

 第三の部分として用意しているのは、以上の「具体的に考えている職業」において法曹（裁

判官、検察官、弁護士）を選んだ回答者への質問であり、具体的な項目として次の 4 つが設

定されている。 

 

１．法曹のなかでとくに強く考えている職業 

２．その職業を考えるようになった時期 

３．その職業が視野に入ったきっかけ 

４．その職業を目指すにあたって感じている不安 

 

そして第四の部分は、法曹以外の職業を選んだ場合のものである。第三の部分と同じ観
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点から質問している。 

 

１．法曹以外の職業のなかでとくに強く考えている職業 

２．その職業を考えるようになった時期 

３．その職業が視野に入ったきっかけ 

４．その職業を目指すにあたって感じている不安 

 

最後に第五の部分として、属性があてられている。設定しているのは、次の3つである。 

 

１．性別 

２．校内成績 

３．進路としての文系・理系 

 

（２）結果の概要 

回答者の属性 

本調査には、全国の 20 の進学校に通う高校１年生、合計 2,811 人にご協力いただいた。

内訳は、男子58.４％、女子34.6％と、やや男子に偏っている。共学13校、男子校6校、女

子校 1校という構成であり、男子校の協力が相対的に多かったことなどの影響による。 

成績は、6つの選択肢から選んでもらっている。上位20%が 18.2%、上位20%～40%

が15.0%、中間27.9%、下位20%～40%が15.0%、下位20%が12.3%、わからない・

答えたくないが9.2%といった分布だ。 

文理については、文系 27.4％、理系 64.2％となっており、法学、法曹が位置づく文系の

生徒が少ない。全体の分布が、理系の生徒による回答に影響されている可能性も考慮しなが

ら、以下、結果の概要を示す。 

N＝2,811 

 

図 3-1-1 回答者の性別 

 



30 

表 3-1-1 回答者の成績 

N＝2, 811 

1 上位 20％ 18.2% 

2 上位 20％～40％ 15.0% 

3 中間 27.9% 

4 下位 20％～40％ 15.0% 

5 下位 20％ 12.3% 

6 わからない・答えたくない 9.2% 

 不明 2.3% 

 

N＝2, 811 

 

図 3-1-2 回答者の文系・理系の別 
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Ⅰ 高校卒業後の進路・法曹になる過程・法曹イメージに関する質問 

Ⅰ-１ 大学に進学して、そこで主に法律学を学ぶこと（法学部・法学科への

入学など）を視野に入れていますか。 

 

大学に進学して、法律学を学ぶことを視野に入れているかどうかを尋ねたところ、回答者

全体の 15.0％が「入れている」と回答した。 

ただ、文系のみにしぼると、その比率は 42.5％という値を示す。「入れていない」が

38.3％であり、「入れている」の比率のほうが高い。 

なお、「入れている」と「入れていない」を足し合わせた比率は、全体で82.1％、文系のみで

算出すると 80.8％。進学校に通う生徒の８割強が、高校 1 年生の冬時点で、法律学を学ぶ

か否かという点を決めているということになる。 

 

    N＝2, 811（文系 770） 

 
図 3-1-3 大学で法律学を学ぶことを視野に入れているか 
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Ⅰ-２ あなたは大学で主に法律学を学ぶことにどのようなイメージを持っ

ていますか。(1)から(8)のそれぞれについて、もっともあてはまるもの１つ

に〇をつけてください。 

 

法律学を学ぶことに対するイメージについて8項目から尋ねたところ、もっとも肯定的な回

答の比率が高かったのは、（3）勉強が忙しそう、そして（5）法曹（裁判官、検察官、弁護士）を

目指す人が周りに多そう、が続く。他方で否定的な回答の比率がもっとも大きかったのは、（1）

勉強が楽しそう、そして（4）大学生活が楽しそう、が続く。キャリアとの関連性が強いものの、

在学中の負荷が大きい進学先だと捉えられているようである。 

 

N＝2, 811 

 

図 3-1-4 大学で法律学を学ぶことのイメージ 
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Ⅰ-３ 法曹（裁判官、検察官、弁護士）になるためには、司法試験に合格する

必要があります。司法試験を受験するためには、①大学卒業後に法科大学

院（ロースクール）に進学して所定の単位を取得するか、②（受験資格に制

限のない）司法試験予備試験に合格する必要があります。あなたは、司法試

験受験資格を得る①と②の方法について知っていましたか。 

 

司法試験の受験資格を得るための2つの方法については、回答者全体の4割弱が、文系

のみに限定すると 4割強が、その両方を知っていると答えている。関連して、Ⅰ-1で「法律学

を学ぶことを視野に入れている」と回答した生徒に限定すれば、半数以上である 56.2％が

両方知っていると答えていることを付け加えておきたい。 

なお、全体ならびに文系の分布をみると、法科大学院進学（①）と予備試験合格（②）では、

予備試験合格（②）のほうが、認知度が高いという傾向も読み取れた。法科大学院進学は高

校生にとってはまだ先の話になるが、予備試験は高校生も受験できることが一つの要因であ

るかもしれない。 

 

N＝2, 811（文系 770，法志望者 422） 

 

図 3-1-5 司法試験の受験資格について知っていたか 
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Ⅰ-４ 令和２年に、大学の法学部を３年で卒業し、法科大学院に進学して法

曹を目指す「法曹コース（連携法曹基礎課程）」が創設されました。この「法

曹コース」について知っていますか。 

 

すでに法曹コースが創設されてから数年たつが、その存在はあまり知られていないことが

読み取れる。回答者全体で「聞いたこともない」は 77.6％。文系に限定しても 66.6％という

値を示しており、およそ 3人に 2人がまったく知らない状況にある。 

なお、この分布を、Ⅰ-1 で「法律学を学ぶことを視野に入れている」と回答した生徒に限定

して算出すると、「聞いたこともない」という生徒の比率は 53.1％にまで下がる。とはいえ、

「知っている」とした生徒の比率は 21.3％であり、広報の不十分さは否めない結果が確認さ

れる。 

 

N＝2, 811（文系 770，法志望者 422） 

 

図 3-1-6 法曹コースについて知っているか 
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Ⅰ-５ 「Ⅰ-４」で「1 知っている」「2 聞いたことはあるがよく知らない」と

答えた方におたずねします。「法曹コース」について、どこで聞きましたか。 

 

Ⅰ-4 によれば、法曹コースについてすでに知っている回答者（「聞いたことはあるがよく知

らない」人も含める）は、全体の21.9％（8.1％＋13.8％）であり、615人だが、これら回答者

の情報源を尋ねると、以下の結果となった。 

もっとも大きな情報源になっているのは「新聞やネット記事」であり、39.5％という値を示

す。対してその他項目に目立った値は認められず、むしろ「学校」の 16.9％という低さについ

ては強調される点かもしれない。情報源としての学校の機能は弱く、強化していくことが課題

としてあげられよう。 

 

N＝615 

 

図 3-1-7 法曹コースについての情報源 
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Ⅰ-６ あなたは「法曹コース」に関心がありますか。 

 

法曹コースへの関心については、全体でこそ「関心はない」が 62.6％を占めているが、Ⅰ

-1 で「法律学を学ぶことを視野に入れている」と回答した生徒に関しては「少し関心がある」

がもっとも多く、48.8％という値を示している。「関心を持っている」22.0％と足し合わせれ

ば、70.8％が関心を持っているということであり、その比率の大きさは強調されよう。法律学

を学んだうえで結果として法曹にならないというケースも少なくないが、高校生の段階では、

まずは法曹になることも選択肢に含めているということがわかる。 

 

N＝2, 811（文系 770，法志望者 422） 

 

図 3-1-8 法曹コースに関心があるか 
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Ⅰ-７ あなたは法曹（裁判官、検察官、弁護士）にどのようなイメージを持っ

ていますか。(1)から(9)のそれぞれについて、もっともあてはまるもの１つ

に〇をつけてください。 

 

法曹のイメージについて 4 段階尺度で尋ねたところ、肯定的な回答が多かった上位 3 つ

は、「（3）人や社会の役に立つ職業だ」、「（1）経済的に安定している職業だ」、「（5）人々から

尊敬される職業だ」だった。「（９）性別に関係なく活躍できる職業だ」の値も「そう思う」と「どち

らかといえばそう思う」の2つを足し合わせて73.5％と大きい値を示す。安定、貢献、尊敬、

平等というのがおよそのイメージだろう。 

他方で、「（8）仕事と家庭を両立できる職業だ」については、66.1％の生徒が否定的な回

答を示している。活躍はできるが、ワークライフバランスの点で難があるというイメージが強い

ようだ。また、「（2）人から恨まれる職業だ」に 61.7％が肯定的な回答を寄せていることも特

記しておきたい。 

 

N＝2, 811 

 

図 3-1-9 法曹のイメージ 
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Ⅱ 将来の職業イメージに関する質問 

Ⅱ-１ あなたが将来の職業を考えるにあたって、以下のことはどの程度重

要だと思いますか。(1)から(7)のそれぞれについて、もっともあてはまるも

の１つに〇をつけてください。 

 

職業選択において重要なことを聞くと、「(1)経済的に安定した職業であること」、「(4)面白

い仕事ができる職業であること」、「(6)仕事と私生活のバランスがとれる職業であること」の

3 つに「そう思う」の高い回答比率が確認された。Ⅰ-7 で法曹のイメージが「活躍はできるが、

ワークライフバランスの点で難があるというイメージが強い」というものだということについて

触れたが、だとすれば、高校生の志向と法曹のイメージの大きなギャップは、仕事と生活との

バランスの点にあるといえそうだ。 

また、法曹は周囲から尊敬される職業というイメージも強かったが、尊敬される職業かどう

かはあまり重要ではないという結果も確認された。 

 

N＝2, 811 

 
図 3-1-10 将来の職業を考えるにあたって重要なこと 
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Ⅱ-２ あなたは、将来自分が働く職業として、以下の職業を視野に入れて

いますか。あてはまるものすべてに〇をつけてください。 

 

将来働く職業として視野に入れているものを複数選択式で尋ねた。回答者全体で 2 割を

超えたのは、「国家公務員・地方公務員」、「医師」、「大学教授・研究者」、「エンジニア・プログ

ラマー・ゲームクリエイター」、「会社員（事務系・営業系）」の 5 つだった。 

文系のみにしぼったところ、もっとも高い比率がみられたのは「国家公務員・地方公務員」

の 43.2％、そして「会社員（事務系・営業系）」39.9％と続くが、その次が「弁護士」31.6％

だった。なお、「教師・教員」「起業家」も 2割を超える回答が確認される。 

 

表 3-1-2 将来の職業として視野に入れているもの 

N＝2, 811（文系 770） 

  全体 うち文系 

1 弁護士 13.7% 31.6% 

2 裁判官 7.8% 16.9% 

3 検察官 7.5% 17.9% 

4 国家公務員・地方公務員 27.0% 43.2% 

5 医師 27.3% 2.1% 

6 薬剤師 15.1% 1.7% 

7 看護師 4.6% 3.2% 

8 栄養士・管理栄養士 4.2% 3.0% 

9 教師・教員 15.9% 22.3% 

10 大学教授・研究者 23.1% 12.3% 

11 建築士・設計士 11.1% 3.9% 

12 公認会計士 10.8% 19.6% 

13 エンジニア・プログラマー・ゲームクリエイター 21.3% 5.5% 

14 心理カウンセラー 7.1% 10.8% 

15 シェフ・パティシエ・料理人 2.7% 3.0% 

16 歌手・ミュージシャン・芸能関連 6.8% 9.2% 

17 YouTuber など動画配信者・ゲーム実況者 7.6% 5.1% 

18 起業家 19.4% 21.6% 

19 会社員（事務系・営業系） 27.5% 39.9% 

20 スポーツ選手 2.3% 3.0% 

21 その他 8.0% 11.0% 

22 未定・視野に入れている職業はない 10.2% 7.9% 

23 不明 1.4% 0.9% 
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Ⅱ-３-１ 「Ⅱ-２」で「1 弁護士」「2 裁判官」「3 検察官」の少なくとも１つを選ん

だ人におたずねします。1～3 に複数〇をつけた人は、そのなかでもっとも

強く考えている職業の番号を以下に記入したうえで、その職業に関してこ

の後の質問に答えてください。 

 

法曹になることを視野に入れている回答者に、「弁護士」、「裁判官」、「検察官」のどれにな

ることをもっとも強く考えているかを尋ねたところ、「弁護士」が 63.0％ともっとも多かった。

そして「裁判官」16.7％、「検察官」20.0％であり、ともに 2割前後といった分布である。 

 

表 3-1-3 もっとも強く考えている職業（法曹三者のうち） 

N＝479 

1 弁護士 63.0% 

2 裁判官 16.7% 

3 検察官 20.0% 

 

N＝479 

 

図 3-1-11 もっとも強く考えている職業（法曹三者のうち） 
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Ⅱ-３-２ その職業はいつ頃から視野に入るようになりましたか。 

 

「弁護士」、「裁判官」、「検察官」を視野に入れるようになった時期については、「中学生の

間」がもっとも多く４５．１％だった。ただ他方で、24.２％が小学6年生までに視野に入れてい

たと回答しており、7 割ほどが小中学生のあいだにすでに考えているという理解も重要だろ

う。 

 

N＝479 

 

図 3-1-12  その職業はいつ頃から視野に入るようになったか（法曹三者のみ） 
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Ⅱ-３-３ その職業が視野に入ったきっかけは何ですか。あてはまるものす

べてに〇をつけてください。 

 

「弁護士」、「裁判官」、「検察官」を視野に入れたきっかけについて聞いたところ、「ドラマ・

映画」を選んだ回答者の比率が圧倒的に高く、40.3％だった。そしてその次に高かったのは、

「小説・漫画」であり、24.2％。他方で、3位の「学校での訪問授業や講演」は19.0％であり、

学校が提供する意図的な取組みよりは、むしろ日常生活、余暇の時間のなかで触れた情報

が大事だということがうかがえる。他方で、学校での取組みはメディアと比較すれば広く生徒

が触れるものではないであろうことを考えると、約 2 割が挙げたことは今後の取組みにも参

考にしうる積極的な評価も可能かもしれない。 

 

表 3-1-4 その職業を視野に入れたきっかけ（法曹三者のみ） 

N＝479 

  全体 

1 学校での訪問授業や講演 19.0% 

2 小説・漫画 24.2% 

3 新聞・雑誌等の記事 17.1% 

4 ドラマ・映画 40.3% 

5 ドキュメンタリー番組など 10.2% 

6 SNS や YouTube 配信 10.6% 

7 親族にその職業の人がいるから 9.4% 

8 知り合いにその職業の人がいるから 9.2% 

9 実際にその職業の人に会った経験から 10.0% 

10 家族に勧められたから 16.1% 

11 友達が目指していたから 6.1% 

12 その他 11.9% 

13 不明 2.5% 
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職業を視野に入れたきっかけについての回答を「弁護士」、「裁判官」、「検察官」ごとに分

析したのが表 3-1-4a である。「ドラマ・映画」、「小説・漫画」が 1 位、2 位にあがるのはどの

職業でも変わらないが、第 3 位は、「弁護士」では「学校での訪問授業や講演」（２０．７％）で

あるのに対し、「裁判官」では「その他」（２０．５％）、検察官では「新聞・雑誌等」（２２．６％）で

あった。また、「弁護士」では、「家族に勧められたから」も他の職業と比べると多く、19.0％で

あった。「検察官」では、「ドラマ・映画」を選んだ回答者の比率が他の２つの職業と比較しても

圧倒的に高く、52.7％だった。なお、「学校での訪問授業や講演」は、「裁判官」でも「検察官」

でも第 4 位（裁判官：１９．２％、検察官：１５．１％）であり、訪問授業等の取組みは、ドラマや小

説ほどではないとはいえ、一定のインパクトは与えているといえよう。 

 

表 3-1-4a その職業を視野に入れたきっかけ（法曹三者のみ、職業ごと） 

    弁護士(N=295) 裁判官(N=78) 検察官(N=93) 

1 学校での訪問授業や講演 20.7% 19.2% 15.1% 

2 小説・漫画 24.4% 21.8% 28.0% 

3 新聞・雑誌等の記事 15.9% 16.7% 22.6% 

4 ドラマ・映画 38.6% 37.2% 52.7% 

5 ドキュメンタリー番組など 9.2% 10.3% 14.0% 

6 SNSや YouTube配信 12.5% 7.7% 7.5% 

7 親族にその職業の人がいるから 9.5% 12.8% 6.5% 

8 知り合いにその職業の人がいるから 9.5% 10.3% 7.5% 

9 実際にその職業の人に会った経験から 10.8% 12.8% 5.4% 

10 家族に勧められたから 19.0% 14.1% 10.8% 

11 友達が目指していたから 5.8% 9.0% 5.4% 

12 その他 9.2% 20.5% 14.0% 
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Ⅱ-３-４ その職業を目指すにあたって、以下のような不安を感じています

か。(1)から(7)のそれぞれについて、もっともあてはまるもの１つに〇をつ

けてください。 

 

「弁護士」、「裁判官」、「検察官」を目指すにあたって、何が不安か、7 つの項目から質問し

た。もっとも「不安である」という回答が集中したのは、「(2)資格試験に合格できるかどうか」

であり、また、「(3)職業に就くまでにかかる時間的負担」の比率も大きい。「(4)職業に就くま

でにかかる経済的負担」ならびに「(5)自分にその職業に就く適性があるか」の 2 つから確認

できる不安の大きさも看過できない。 

他方、「(1)生活するのに十分な収入を得られるか」、「(6)その職業を目指すことに親が反

対するか」の 2 つについては、不安は小さい。そして、上述（Ⅰ-7）のように、仕事と家庭を両

立できる職業だという点で否定的な回答が多かった法曹だが、目指している人たちに限定す

れば「(7)家庭を持っても続けられるか」についての不安は半々に分かれている。ただ、半々

の回答分布というのは、肯定・否定がはっきり半々に分かれている場合のほかに、判断がつ

かない人が大勢であるときも生じる。高校生にとっては、法曹として働く人の家庭と仕事のイ

メージがほとんどついていないということかもしれない。なお、回答者の性別は、男子

58.5％、女子 34.6％であることを改めて記載しておく。 

 

 N＝479 

 

図 3-1-13 その職業を目指すにあたっての不安 
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Ⅱ-４-１ 「Ⅱ-２」で 4～21 の職業の少なくとも１つを選んだ人におたずねし

ます。4～21 に複数〇をつけた人は、そのなかでもっとも強く考えている職

業の番号を以下に記入したうえで、その職業に関してこの後の質問に答え

てください。 

 

法曹以外の職業も視野に含めているとした回答者に、どの職業をもっとも強く考えている

かを尋ねたところ、以下のような分布になった。「医師」22.2％が最も高く、そのあとは１割前

後の「エンジニア・プログラマー・ゲームクリエイター」11.4％、「大学教授・研究者」10.2％、

「国家公務員・地方公務員」9.8％、「会社員（事務系・営業系）」9.8％と続く。 

複数選択だと選ぶ生徒が多かった「起業家」は、単一となると 5.3％まで下がる。興味はあ

るが、現実の選択肢というほどではないようだ。 

 

表 3-1-5 もっとも強く考えている職業（法曹三者以外） 

N＝2，428 

4 国家公務員・地方公務員 9.8% 

5 医師 22.2% 

6 薬剤師 5.1% 

7 看護師 0.9% 

8 栄養士・管理栄養士 0.8% 

9 教師・教員 4.7% 

10 大学教授・研究者 10.2% 

11 建築士・設計士 3.9% 

12 公認会計士 3.2% 

13 エンジニア・プログラマー・ゲームクリエイター 11.4% 

14 心理カウンセラー 1.2% 

15 シェフ・パティシエ・料理人 0.3% 

16 歌手・ミュージシャン・芸能関連 1.7% 

17 YouTuber など動画配信者・ゲーム実況者 1.4% 

18 起業家 5.3% 

19 会社員（事務系・営業系） 9.8% 

20 スポーツ選手 0.5% 

21 その他 7.2% 

 不明 0.5% 
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Ⅱ-４-２ その職業はいつ頃から視野に入るようになりましたか。 

 

法曹以外の職業を視野に入れるようになった時期については、「中学生の間」がもっとも多

く４０．４％だった。ただ他方で、30.0％が小学 6 年生までに視野に入れていたと回答してお

り、7 割ほどが小中学生のあいだにすでに考えている。そしてこの分布は、Ⅱ-3-2 でみた法

曹を考え始めた時期への回答とほぼ同じである。 

参考までに、もっとも強く考えているのは「医師」だと回答した者に限定してこの分布をみる

と、53.6％が「小学 6 年生まで」と回答している。ここに「医師」と「法曹」の大きな違いがあり、

法曹の魅力を伝えるタイミングを考える際のヒントをみることができるように思われる。 

 

N＝2，428 

 

図 3-1-14 その職業はいつ頃から視野に入るようになったか（法曹三者以外） 

 

医師志望者 N＝538 

 

図 3-1-15 その職業はいつ頃から視野に入るようになったか（医師志望者のみ） 
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Ⅱ-４-３ その職業が視野に入ったきっかけは何ですか。あてはまるものす

べてに〇をつけてください。 

 

法曹以外の職業を視野に入れたきっかけについて聞いたところ、回答が集中する選択肢

はとくにないといえそうだ。多くが１～２割という値を示しており、唯一「友達が目指していた

から」の比率の小ささが目立っている。 

一方で、医師になることを強く考えている回答者に限定すれば、親族、家族、知り合いに関

する選択肢における高い比率が注目される。「ドラマ・映画」を選んだ回答者の比率が圧倒的

に高かった法曹と対照的である。また、「実際にその職業の人に会った経験から」と回答した

者の割合が高く、法曹とは 20％以上の開きがある。 

 

表 3-1-6 その職業を視野に入れたきっかけ（法曹三者以外） 

N＝2,428（医師志望者 538） 

  全体 うち医師のみ 

1 学校での訪問授業や講演 14.7% 11.0% 

2 小説・漫画 15.4% 17.3% 

3 新聞・雑誌等の記事 13.5% 8.2% 

4 ドラマ・映画 16.7% 27.1% 

5 ドキュメンタリー番組など 10.7% 13.8% 

6 SNS や YouTube 配信 14.2% 5.8% 

7 親族にその職業の人がいるから 21.8% 35.7% 

8 知り合いにその職業の人がいるから 10.4% 16.4% 

9 実際にその職業の人に会った経験から 19.0% 30.9% 

10 家族に勧められたから 17.3% 27.0% 

11 友達が目指していたから 4.7% 8.2% 

12 その他 18.1% 9.3% 

13 不明 2.7% 2.4% 
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Ⅱ-４-４ その職業を目指すにあたって、以下のような不安を感じています

か。(1)から(7)のそれぞれについて、もっともあてはまるもの１つに〇をつ

けてください。 

 

法曹以外の職業を目指すにあたって不安に思っていることについても、職業を視野に入れ

たきっかけと同様、特徴的な傾向はみられない。ただ、法曹同様、その職業を目指すことに親

が反対することが不安だという回答はほとんどみられないことは興味深い。親が子どもの志

向を尊重しているのか、子どもが、意識的なのか無意識なのか、親の意向を汲んでいるのか、

そのどちらでもないのかまでは不明だが、親子の間で意見が割れるということは、少なくとも

進学校の高校生にとってはほとんどみられないことだといえる。 

なお、ここでも、医師になりたい人を抽出し、不安の状況を確かめたグラフも載せておいた。

「(2)資格試験に合格できるかどうか」、「(3)職業に就くまでにかかる時間的負担」、「(4)職

業に就くまでにかかる経済的負担」、「(5)自分にその職業に就く適性があるか」に不安だと

いう回答が多くみられるという点は法曹の分布と同様である。ただ、不安という回答比率は、

医師の場合、法曹よりやや小さい。 

ドラマや小説を機会に中学生ぐらいから目指し始めるが、不安が大きい法曹。家族や親族、

知り合いをきっかけに小学生から目指し始め、実現するまでの不安も感じてはいるが、法曹

ほどではないという医師。単純にまとめれば、このような傾向を指摘できるだろう。 
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全体                                                N＝2,428 

 

図 3-1-16 その職業を目指すにあたって不安を感じているか（法曹三者以外） 

 

医師志望者                                             N＝538 

 

図 3-1-17 その職業を目指すにあたって不安を感じているか（医師志望者のみ） 
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２ 保護者アンケートの結果 

（１）調査票の構成 

すでに序章３（２）の調査方法のところで説明した通り、本調査は、親子共に大学進学を希

望している、と答えた高校生の保護者に対して行われたものである。 

スクリーニングにより条件に該当する者に本調査が行われたが、その調査項目は、大きく

3 つの要素によって構成されている。 

第一は、法曹になる過程に関する知識やイメージに関するものである（「Ⅰ。あなたのお子さ

まの高校卒業後の進路に関する質問」）。ここでは４つの大問が設定され、次の順序で並んで

いる。 

 

 １．大学で法律学を学ぶことに対するイメージ 

 ２．司法試験を受験するための２つのルートについての認知 

 ３．「法曹コース」（連携法曹基礎課程）の認知、および「法曹コース」の情報源 

 ４．「法曹コース」への関心 

 

 第二は、子どもの将来に関するものである（「Ⅱ。お子さまの将来の職業イメージに関する質

問」）。ここでは４つの大問が設定され、次の順序で並んでいる。 

 

 １.子どもに将来就いてもらいたい職業 

 ２.子どもの職業選択にあたって重要視すること 

 ３.法曹に対するイメージ 

 ４.子どもが将来法曹を目指すといったときの反応（肯定的な反応の場合には、子ど

もが法曹を目指すうえで有益と考える事項について、消極的な反応の場合には、

その理由について、それぞれ追加的に尋ねている） 

 

 第三に、属性に関する質問が置かれている（「Ⅲ。あなた自身について」）。具体的には、以下

の 3点につき、この順で尋ねている。 

 

 １.職業 

 ２.最後に通った学校 

 ３.世帯年収 
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（２）結果の概要 

回答者の属性 

前述したように、本調査は、「親子共に大学進学を希望している」と答えた高校生の保護者

に対して行われたものである。また、不誠実回答にあたるとみなされたものは、サンプルから

除外されている。したがって、この保護者調査に関する結果は、親子共に大学進学を希望し

ている（と考える）高校生の保護者であり、かつ不誠実回答とみなされる回答がなかった者か

ら得られたデータに基づくものである。なお、これもすでに指摘した通り、全体で２，０００人か

ら回答を得ているが、高校１年生の男女、高校２年生の男女の子どもがいる保護者が各３００

人、さらに高校３年生の男女の子どもがいる保護者が各４００名となるように調整されている。

このように本調査の対象には限定や調整が加えられていることに留意する必要があるが、そ

の属性について以下でみていく。 

まず、質問票「Ⅲあなた自身について」の Q９では、回答者の職業を尋ねているが、その結

果は下表の通りである。正規社員・公務員が６３．９％と圧倒的に多く、パート・アルバイト・契

約社員・派遣社員・嘱託が１５．２％、専業主夫・主婦が８．９％であった。 

 

表 3-2-1 回答者の職業 

 

 

続いてQ１０では、回答者が最後に通った学校が尋ねられている。在学中や中退の場合も

含めて尋ねられているため、いわゆる最終学歴と厳密に一致するものではないが、それに近

似する変数と理解してよいであろう。結果は、下表の通りである。法学系か否かを区別せず

に、大学・大学院と答えた数を合計すると１，３０２人であり、全体に占める割合は６５．１％であ

る。 

1 正規社員・公務員 63.9%

2 パート・アルバイト・契約社員・派遣社員・嘱託 15.2%

3 会社経営・役員 4.5%

4 裁判官 0.2%

5 検察官 0.0%

6 弁護士 0.1%

7 「弁護士」以外の自由業 0.9%

8 自営業 4.6%

9 内職・家族従事者（家族の事業に従事する人） 0.2%

10 専業主夫・主婦 8.9%

11 学生 0.1%

12 無職 0.8%

13 その他 0.9%

N = 2,000
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表 3-2-2 回答者が最後に通った学校 

 

 

さらに Q１１では世帯年収（税引き前）を尋ねている。その分布は、下表の通りである。世帯

年収が高い方に分布が集中しており、１，０００万円以上の者だけでも５８９人で、「わからな

い・答えたくない」を除けば、回答者１７１６名のうち、３４．３％を占める。 

 

  

1 中学校 0.4%

2 専修学校 0.2%

3 高等学校 13.2%

4 専門学校（専修学校専門課程） 8.5%

5 高等専門学校 2.1%

6 短期大学 10.1%

7 大学（法学系の学部） 6.2%

8 大学（法学系の学部以外） 50.0%

9 大学院（法学系の研究科） 0.5%

10 大学院（法学系の研究科以外） 8.6%

11 答えたくない 0.6%

N = 2,000
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表 3-2-3 回答者の世帯年収（税引き前） 

 

 

また、調査票には組み込まれていないが、モニターとして登録している情報から、回答者の

性別と年齢についてもデータが収集されている（居住している都道府県についても収集され

ているが、ここでは省略している）。それぞれの分布は、下図の通りである。回答者の７割弱

が男性である。また、年代についていえば、本調査の対象が高校生の子どもを持つ保護者で

あるため、３０代と６０代以上が極端に少なく、ほぼ４０代か５０代である。 

 

  

1 なし 0.3%

2 100万円未満 0.7%

3 100万円以上200万円未満 0.8%

4 200万円以上300万円未満 2.1%

5 300万円以上400万円未満 3.1%

6 400万円以上500万円未満 5.4%

7 500万円以上600万円未満 7.1%

8 600万円以上700万円未満 8.5%

9 700万円以上800万円未満 10.0%

10 800万円以上900万円未満 8.7%

11 900万円以上1,000万円未満 10.0%

12 1,000万円以上1,500万円未満 21.8%

13 1,500万円以上 7.7%

14 わからない・答えたくない 14.2%

N = 2,000
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N＝2,000 

 

図 3-2-1 回答者の性別 

 

N＝2,000 

 

図 3-2-2 回答者の年代 
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Ⅰ-１ あなたは、大学で主に法律学を学ぶこと（法学部・法学科への入学な

ど）にどのようなイメージを持っていますか。あてはまるものをそれぞれ１

つお選びください。 

 

「Ⅰ。あなたのお子さまの高校卒業後の進路に関する質問」の冒頭Q1 では、大学で法律学

を学ぶことのイメージについて８項目から尋ねたところ、その結果は下図の通りである（なお、

項目（４）は、「そう思う」を選択するよう指示しており、この指示に反した回答を除外するため

のものであるため、ここでは省略している）。概して、（３）勉強が忙しそう、（７）その学部・学科

への進学がむずかしそう、（９）卒業が大変そうといった、「大変そう、むずかしそう」といった

印象が強いようである。その反面で、（８）就職に有利そうについても、それらと同程度の割合

で肯定的な回答がある。（５）大学生活が楽しそうであるという印象については、肯定的な意

見が相対的に多いが、（１）勉強が楽しそうという印象については否定的な意見の方が多い。 

なお、将来の職業に関するイメージでいえば、（２）公務員を目指す人が多そうや、（６）法曹

（裁判官、検察官、弁護士）を目指す人が多そうという印象はそれなりに強いようである（前

者は５８．６％、後者は６４．４％）。 

 

N＝2,000 

 
図 3-2-3 大学で法律学を学ぶことのイメージ 
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Ⅰ-２ 法曹（裁判官、検察官、弁護士）になるためには、司法試験に合格する

必要があります。司法試験を受験するためには、（A）大学卒業後に法科大学

院（ロースクール）に進学して所定の単位を取得するか、（B）（受験資格に制

限のない）司法試験予備試験に合格する必要があります。あなたは、司法試

験受験資格を得る（A）と（B）の方法について知っていましたか。 

  

法曹資格を取得するプロセスについての保護者の知識を問うものである。結果は、下図の

通りである。法科大学院と予備試験の両方について知らなかったと答えた者が３７．４％であ

ったが、逆にいえば残りの６割強は、法曹資格取得に関するプロセスについて一定の知識が

あったことになる。 

 

N＝2,000 

 

図 3-2-4 司法試験の受験資格について知っていたか 
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Ⅰ-３ 令和２年に、大学の法学部を３年で卒業し、法科大学院に進学して法

曹を目指す「法曹コース（連携法曹基礎課程）」が創設されました。あなたは、

この「法曹コース」について知っていますか。 

  

近時創設された「法曹コース」についての保護者の認知度を問うている。結果は下図の通

りである。司法試験受験資格に関しては一定の知識を有していた保護者が６割強であったが、

法曹コースについては、「聞いたことはあるがよく知らない」まで含めれば３２．７％となるが、

近時新設された制度であるためか、その認知度は必ずしも高くない。 

 

N＝2,000 

 

図 3-2-5 法曹コースについて知っていたか 

  

なお、後述するⅡ-５において、将来の子どもの職業として希望するものを尋ねているが、

そこで法曹（裁判官、検察官、弁護士）を選択している保護者は、そうではない保護者よりも、

法曹資格取得に関するプロセスについて、より詳しい知識を有しているかもしれない。そこで、

Ⅱ-５において、子どもに就いてもらいたい職業として裁判官、検察官、弁護士のうち少なくと

もいずれか１つを選択している保護者を「法曹志望あり」とし、それ以外の保護者を「法曹志

望なし」として、本問の回答傾向を比較したのが下図である。やはり、「法曹志望あり」の保護

者の方が「法曹コース」に関する認知度が高い傾向が認められるが、それでも「知っている」

と答えられる保護者は１７．８％にとどまっている。 
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法曹志望あり：N＝２０８、法曹志望なし：N＝１,７９２ 

 

図 3-2-6 法曹コースについて知っていたか（法曹志望の有無別） 
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Ⅰ-３-１ 「Q3」で「（知っている／聞いたことはあるがよく知らない）」と答え

た方におたずねします。「法曹コース」のことを知った情報源は何ですか。あ

てはまるものをすべてお選びください。 

  

Ⅰ-３において、「法曹コース」について「知っている」あるいは「聞いたことはあるがよく知ら

ない」と答えた保護者に対して、その情報源を、複数選択を許容するかたちで問うている。結

果は、下図の通り。情報源は圧倒的に新聞やネット記事が多く（７４．８％）、家族や友人・知人

からが、それに続いているものの２１．４％にとどまっている。学校や塾といった教育機関が情

報源となることは、まったくないわけではないが、比較的稀なことのようである（学校は１０．

１％、塾は３．４％）。 

 

N＝６５４ 

 

図 3-2-7 法曹コースを知った情報源 
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Ⅰ-４ あなたは、自分の（高校１年生 男子／高校１年生 女子／高校２年生 

男子／高校２年生 女子／高校３年生 男子／高校３年生 女子）のお子さ

まが法曹コースに進学することに関心がありますか。 

  

法曹コースに子どもを進学させることへの関心度を尋ねている。結果は下図の通りであり、

関心はないが最多で５５．３％である。 

 

N＝2,000 

 

図 3-2-8 子どもが法曹コースに進学することに関心があるか 

 

ただし、Ⅰ-３に関連してすでに述べたが、本保護者調査においては、後述するⅡ-５の結果

に基づいて指摘するように、必ずしも子どもの職業として法曹を希望していない保護者が大

部分であり、法曹コースに対する関心が低いのは、極めて自然な結果である。そこで、Ⅰ-３

と同様に、保護者を「法曹志望あり」と「法曹志望なし」に分けて本問の回答分布をみたのが

下図である。ここでも、「法曹志望なし」の保護者に比して、「法曹志望あり」の保護者の方が、

関心が高く、「大変関心がある」と「少し関心がある」とを合わせると、関心がある保護者の割

合は７５．９％である。 
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法曹志望あり：N＝２０８、法曹志望なし：N＝１,７９２ 

 

図 3-2-9 子どもが法曹コースに進学することに関心があるか（法曹志望の有無別） 
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Ⅱ-５ あなたは、以下の職業のうち、将来（高校１年生 男子／高校１年生 

女子／高校２年生 男子／高校２年生 女子／高校３年生 男子／高校３年

生 女子）のお子さまについてほしいと思うものはありますか。あてはまる

ものをすべてお選びください。 

  

「Ⅱお子さまの将来の職業イメージに関する質問」の冒頭Q5では、子どもの将来の職業に

関する親の希望を、複数選択を許容するかたちで尋ねている。ただし、「本人の意思を尊重し

たい」と「以上のいずれもあてはまらない」は、これらのうちいずれかを選択すると、他の選択

肢を選ぶことはできない設計となっている。結果は下図の通りであるが、まず、半数近くの４５．

１％が「本人の意思を尊重したい」を選択している。それ以外では、公務員を選択する者がも

っとも多く２４．１％であり、それに次いで１７．３％の者が会社員を選択している。専門職とい

う意味では理系のエンジニア等や薬剤師が１０％強選ばれているが、弁護士を選ぶ者の割合

は８．８％で、これは医師や教師・教員と同水準である。それに比べると裁判官や検察官を選

ぶ者の割合はやや低いが、それぞれ、５．４％と５．３％が選択している。なお、裁判官・検察

官・弁護士のいずれか１つでも選択している、すなわち、子どもの将来の仕事として法曹を志

望している保護者は２０８人で、１０．４％である。 

 

N＝2,000 

 

図 3-2-10 子どもに就いてほしいと思う職業 
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Ⅱ-５-１ 「Q5」で選んだ以下の職業のうち、もっともついてほしい職業は何

ですか。 

  

さらに、子どもに就いてほしい職業について、もっとも就いてほしいと思うものを１つ選んで

もらっている。この問いは、まずQ5において何らかの職業を選択した者に限定して尋ねられ

ているため（すなわち、「本人の意思を尊重したい」と「以上のいずれもあてはまらない」を選

んだ者を除外しているため）、本問に回答した者は１，０５１人と約半数である。 

この回答分布は下図の通りであるが、Ⅱ-５で示した結果と同様に、公務員と会社員を希

望する保護者が多いことが分かる。法曹を子どもの職業の第一希望に考えている保護者も

存在するが、その割合は小さい。特に、複数希望を許容していた Q5 では、弁護士を選ぶ割

合は、医師や教師・教員と同水準であったが、第一希望について尋ねた本問では、弁護士を

選ぶ保護者の割合が、これらの職業を選ぶ保護者の割合よりも小さくなっている。また、裁判

官・検察官・弁護士のいずれかが、子どもにもっとも就いてほしい職業であると答えた者は７

５人で、７．１％である。 

 

N＝１,0５１ 

 

図 3-2-11 もっとも就いてほしいと思う職業 

 

ここで、各職業について、複数選択を許容した場合に、その職業を子どもの将来の職業と

して希望すると答えた者のうち、第一希望を選択するように求めた場合にも当該職業を選択

した者の数の割合を算出した。その結果は、下図の通りである。職業ごとに分母の値が異な

るために単純な比較はできないが、法曹に関しては、子どもがその職業に就くことを希望する
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としても、それが必ずしも第一希望の職業ではないことが多いようである。ただ、法曹全体で

括ると、Ⅱ-５において法曹を希望した保護者は２０８人で、Ⅱ-５-１で第一希望として法曹を

選択した保護者は７５人であったことから、その割合は３６．１％である。医師や公務員ほどで

はないが、法曹になることを希望する保護者は、子どもが法曹となることを第一の希望として

いる者が一定数含まれているようである。 

 

 

図 3-2-12 もっとも就いてほしいと思う職業 

注：各職業名の後のカッコ内の数値はⅡ-５-１で各職業を選択した者の数 
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Ⅱ-６ あなたの（高校１年生 男子／高校１年生 女子／高校２年生 男子／

高校２年生 女子／高校３年生 男子／高校３年生 女子）のお子さまが将

来の職業を考えるにあたって、以下のことはどの程度重要だと思いますか。

あてはまるものをそれぞれ１つお選びください。 

  

子どもの将来の職業において重視する事柄について7項目から尋ねたところ、いずれの項

目についても肯定的な回答が多いことが認められる。とりわけ、経済面への関心が強くみら

れるが、（７）高収入であることは「どちらかといえば重要である」という意見が多く、それより

も（１）経済的に安定した職業であることが重視されていることが分かる。また、（６）仕事と私

生活のバランスがとれる職業であることも重視されており、それに続いて（４）面白い仕事が

できる職業であること、（２）社会に貢献できる職業であることが重視されている。それらに比

べると、（３）周囲から尊敬される職業であることや、（５）国際的に活躍できる職業であること

の重要度は相対的に低いようである。 

 

N＝2,000 

 

図 3-2-13 将来の職業を考えるにあたって重要なこと 
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Ⅱ-７ あなたは法曹（裁判官、検察官、弁護士）にどのようなイメージを持っ

ていますか。あてはまるものをそれぞれ１つお選びください。 

  

法曹のイメージについて 9 項目から尋ねたところ、その結果は下図の通りである（なお、項

目（３）は、「そう思わない」を選択するよう指示しており、この指示に反した回答を除外するた

めのものであるため、ここでは省略している）。法曹に関するネガティブな印象を尋ねた項目

（項目（２）、（５）、（７））は、ややネガティブな印象を持つ者の方が多いものもあるが、比較的

賛否が拮抗している。 

それに対して、それ以外のポジティブな項目については、一部の例外はあるが概して肯定

的な意見が多数を占める（項目（１）、（４）、（６）、（１０））。まず、（１）経済的に安定している職業

だという印象は強く、８８．３％がそう思うという方向で回答している。（１０）性別に関係なく活

躍できる職業だという印象も強く、７７．７％がそう思うという方向で回答している。（４）人や

社会の役に立つ職業だ、および（６）人々から尊敬される職業だという印象も非常に強く、そう

思うという方向で回答している割合は、それぞれ９３．２％と８４．８％である。 

他面で、（８）面白い仕事ができる職業だという印象に肯定的な意見は、そこまで少なくな

いものの、そう思うという方向での回答の割合は４８．５％と半数には届いていない。さらに、

（９）仕事と家庭を両立できる職業だという印象に至っては、そう思うという方向での回答を

する者の割合が２８．１％にとどまっている。 

 

N＝2,000 

 

図 3-2-14 法曹のイメージ 
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Ⅱ-８ あなたの（高校１年生 男子／高校１年生 女子／高校２年生 男子／

高校２年生 女子／高校３年生 男子／高校３年生 女子）のお子さまはす

でに将来の進路を決めていらっしゃるかもしれませんが、以下は仮のお話

としてお答えください。あなたは、（高校１年生 男子／高校１年生 女子／

高校２年生 男子／高校２年生 女子／高校３年生 男子／高校３年生 女

子）のお子さまが将来の職業として、法曹を目指したいと言ったらどのよう

に思いますか。 

 

仮に子どもが法曹を志望すると言ったときに、どのように反応するかを尋ねたところ（Q８）、

結果は、下図の通りであった。明確に反対するとの意見はほとんどなく（４．４％）、多くは賛成

するとの意見であった。子どもの将来の職業として法曹を第一希望とする保護者は必ずしも

多くはないが、子どもが法曹を志望したいと述べた場合には、多くの保護者はそれに賛成す

るようである。 

 

N＝2,000 

 

図 3-2-15 子どもが法曹を目指したいと言ったらどう思うか 
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Ⅱ-８-１ 「Q8」で「賛成する」と答えた方におたずねします。あなたの（高校１

年生 男子／高校１年生 女子／高校２年生 男子／高校２年生 女子／高

校３年生 男子／高校３年生 女子）のお子さまが法曹を志望される場合、

以下のような機会は有益だと思いますか。あてはまるものをそれぞれ１つ

お選びください。 

  

Q8 で「賛成する」と答えた保護者に、仮に子どもが法曹を志望する場合に、どのような機

会があることが有益であるかを、４項目から尋ねた。基本的にいずれの項目も有益であると

いう評価が高いが、とりわけ（３）法曹の仕事について知る機会の有益性評価が最も高い。 

 

N＝１,３５６ 

 

図 3-2-16 子どもが法曹を志望する場合に有益だと思う機会 
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Ⅱ-８-２ 「Q8」で「（反対する／わからない）」と答えた方におたずねします。

その理由は何でしょうか。あてはまるものをそれぞれ１つお選びください。 

  

Q8 で「反対する」あるいは「わからない」と答えた保護者に、その理由を、７項目から尋ねた。

いずれの項目についても概して肯定的な回答が多い。とりわけ、（１）司法試験が難しいから、

あるいは（４）子どもに法曹の仕事の適性がないと思うから、といった資格の難しさについて、

肯定する意見が多い（前者は７７．２％、後者は７５．６％）。あわせて、（２）法曹資格取得まで

の時間的負担が大きいからと、（３）法曹資格取得までの経済的負担が大きいからという、資

格取得までの負担の大きさに対する肯定回答も多い（前者は７８．３％、後者は７４．５％）。ま

た、（５）法曹になったら家庭との両立が大変そうだからや、（７）自分は法曹の仕事には魅力

を感じないからにも、それなりの肯定回答が集まっている（前者は６８．３％、後者は６０．９％）。

なお、Ⅱ-７で述べたように、法曹は経済的に安定しているというイメージが強く、そのことか

らすれば、（６）法曹になっても十分な収入を得られるかわからないからの肯定回答の割合が

５１．４％で、７項目中一番小さい値であることは理解できるが、しかし、それでも子どもの法

曹志望に対して消極的な保護者においては、経済的な面でも懸念を示す者が、わずかでは

あるが半数を超えている。 

 

N＝６４４ 

 

図 3-2-17 子どもが法曹を目指すことに反対する理由 
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３ 若手法曹アンケートの結果 

（１）調査票の構成 

本調査は、修習74期および75期の法曹を対象に、Web調査として実施した。調査依頼

は最高裁判所、検察庁、日本弁護士連合会のそれぞれを通じて行った。配布数は、裁判官

149人、検察官142人、弁護士2,412人である。有効回収数は411ケースであるが、不完

全回答もあるため、以下の分析では合計数が必ずしも 411 とはならない。 

 質問紙は、。フェイスシート項目（QI-1～6）に続き、法曹を将来の進路として視野に入れた

時期とそのきっかけに関する質問（QⅡ-1～2）、法曹を将来の第一志望進路とした時期とそ

のきっかけに関する質問（QⅡ-3～4）、法曹を目指す決意をした後の不安（QⅡ-5）、法曹

の魅力（QⅡ-6）を尋ねている。 

 

（２）結果の概要 

回答者の属性（Ⅰあなた自身について） 

 有効回答のうち裁判官は 98 人（回収率 65.8％）、検察官 52 人（同 36.6％）、弁護士

241人（同10.0％）となる（QI-3）。現在の職業別に年齢構成をみたものが図3-3-1である

（QI-1、QI-3）。いずれの職業においても 20 代後半がもっとも多い。また裁判官・検察官に

ついて、４１歳以上は 0 人である。また、同じく性別を示したものが図 3-3-2 である（QI-2、

QI-3）。女性比率は、裁判官 35.1％、検察官 48.1％、弁護士 20.4％となる（「3 その他・

答えたくない」を除き男女比で計算）。なお、司法修習終了時点での進路別人数では、74 期

と 75 期の合計で、裁判官 149 人中女性 53 人で 35.6％、検察官 143 人中 63 人で

44.1％、弁護士 2,102 人中 538人で26.0％であった。 
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図 3-3-1 職業別にみた年齢構成（人） 

 

 

図 3-3-2 職業別にみた性別（人） 
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弁護士の所属事務所規模を示したものが図 3-3-3 である（QI-3、QI-3-1）。10 名未満

の事務所に所属している者が概ね半数となっている。 

  

(N=240) 

 

図 3-3-3 弁護士の所属事務所規模別 

  

大学（学部）を卒業した者は、375 人で、内 326 人（86.9％）が法律系の学部を卒業して

いる。法律以外の文系が 41 人（10.9％）、理系が 8 人（2.1％）である（QI-4、QI-4-1）。理

系 8人のうち、裁判官が 1人で残り 7人は弁護士である（QI-3、QI-4-1）。 

有効回答者のうち、職業別に予備試験の受験者の割合を図 3-3-4 に示した（QI-3、QI-

5、QI-5-1）。カッコ内の数字は、合否にかかわらず予備試験を受験したことがあると答えた

人数である。すなわち、この質問に回答した裁判官の回答者 96 名のうち、予備試験を受験

したことがある者は 86 名であった。そして、裁判官は半数強が予備試験に合格しており、検

察官や弁護士よりもその割合が大きい。 
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図 3-3-4 予備試験の受験・合格状況 

 

同じく、法科大学院の在籍・修了状況を職業別にみたものが図 3-3-5 である。いずれの

職業でも「法科大学院既修修了」が 60％を超えている。他方で、裁判官の「法科大学院在籍

なし」の割合が他の職業に比べ大きくなっている。各職業の後ろの数字は、回答者数を表して

いる。 

 

図 3-3-5 職業別の法科大学院在籍・修了状況 
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Ⅱ-１～Ⅱ-４ 法曹を志望した時期や契機について 

  

法曹を志望した時期については、まず、小学生、中学生、高校生、大学生、そして社会人の

間に、弁護士・裁判官・検察官を含む 20 職種から、視野に入れていた職業をすべて選択す

るように求めている（QⅡ-1(1)～(5)）。表3-3-1に、それぞれの職種について選択された割

合を示した。この調査は、結果として現在、法曹三者のいずれかになっている者を対象として

いることから、法曹三者に関心を持っている者が多くなることは想定される。その上で、小学

生の頃から大学生の頃までの選択率の推移を比較すると、法曹三者（01、02、03）とも徐々

にその割合が増えていることがわかる。他方で、小学生の頃には選択率が 10％を超えてい

た医師（05）、教師・教員（09）、大学教授・研究者（10）、スポーツ選手（20）は成長段階とと

もにその選択率を下げている。 

 

表 3-3-1 視野に入れていた職業（多重回答）の比率 

 小学生

の頃 

中学生

の頃 

高校生

の頃 

大学生

の頃 

社会人

の間 

有効回答数(n) 378 373 373 367 115 

(1-01)弁護士 22.0% 28.2% 40.5% 67.0% 68.7% 

(1-02)裁判官 4.8% 9.1% 13.4% 21.3% 17.4% 

(1-03)検察官 9.0% 18.2% 26.8% 34.3% 20.0% 

(1-04)国家公務員・地方公務員 15.3% 19.8% 23.1% 22.6% 8.7% 

(1-05)医師 13.8% 11.0% 8.0% 0.0% 0.9% 

(1-06)薬剤師 1.3% 1.3% 0.5% 0.3% 2.6% 

(1-07)看護師 0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 

(1-08)栄養士・管理栄養士 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 

(1-09)教師・教員 10.1% 10.5% 6.4% 3.5% 1.7% 

(1-10)大学教授・研究者 11.9% 10.2% 12.1% 8.7% 4.3% 

(1-11)建築士・設計士 3.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.9% 

(1-12)公認会計士 0.8% 1.1% 1.6% 0.5% 0.9% 

(1-13)エンジニア・プログラマー・ゲー

ムクリエイター 
4.0% 3.8% 3.5% 1.4% 0.9% 

(1-14)心理カウンセラー 1.1% 2.1% 2.9% 0.3% 0.0% 

(1-15)シェフ・パティシエ・料理人 4.8% 1.9% 0.3% 0.0% 0.9% 

(1-16)歌手・ミュージシャン・芸能関連 3.2% 2.1% 1.3% 0.8% 2.6% 

(1-17)YouTuber など動画配信者・

ゲーム実況者 
0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.9% 

(1-18)起業家 1.6% 2.1% 2.4% 3.0% 6.1% 

(1-19)会社員（事務系・営業系） 9.8% 12.3% 13.4% 15.8% 14.8% 

(1-20)スポーツ選手 12.4% 4.8% 2.1% 0.3% 0.0% 

(1-21)その他 9.8% 6.7% 5.6% 3.0% 6.1% 

(1-22)まだなにもなかった 21.4% 15.8% 10.5% 3.3% 9.6% 
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QⅡ-3 では、「将来の職業として法曹を第一志望とした時期」を尋ねている。先の QⅡ-1

で弁護士、裁判官、検察官のいずれかを選択しているケースを「将来の職業として法曹を視

野に入れた時期」として、QⅡ-3と組み合わせて人数で示したものが図3-3-6である。法曹

を第一志望としたのは「大学生の頃」が 109 人（有効 235 人中、46.4％）と半数近い。同じ

く「小学生の頃」は 44 人（18.7％）、「中学生の頃」は 29 人（12.3％）、「高校生の頃」は 38

人（16.2％）となる。中学生以前に法曹を第一志望としている者は73人（31.1％）であり、高

校生までの累計では 111 人（47.2％）が第一志望としている。約半数が大学生になる前に法

曹を第一志望としている点は注目に値する。 

また、「第一志望とした時期」ごとに「（最初に）視野に入れた時期」がいつなのかをみると、

「中学生の頃」（29 人中 23 人）、「高校生の頃」（38 人中 19 人）、「大学生の頃」（109 人中

63 人）と、すべて「（最初に）視野に入れた時期」と第一志望とした時期が一致している割合、

すなわち視野に入ってきた際に第一志望として志望した割合が一番大きい。 

 

 

図 3-3-6 法曹を視野に入れた時期と第一志望とした時期 

 

将来の職業として法曹を視野に入れたきっかけについては QⅡ-2（多重回答）でたずね、

さらに調査時点からみて現在の職業についているきっかけとして「もっとも重要」だったもの

について同じ選択肢で、QⅡ-4（択一回答）で尋ねている。これらを合わせて図 3-3-7 に示

した。 
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「視野に入れたきっかけ」としては、「12 法律学を学ぶ学部・学科に進学したこと」（121 人）、

「4 ドラマ・映画」（94 人）、「9 実際にその職業の人に会ったり、関わったりした経験がある

こと」（84 人）である。同じ 3項目が「もっとも重要なきっかけ」であり、「12 法律学を学ぶ…

…」（72 人）、「9 実際にその職業の人に……」（68 人）、「4 ドラマ・映画」（23 人）となる。 

これらの選択項目のうちメディア経由である「2。小説・漫画」「3。新聞・雑誌等の記事」「4。ド

ラマ・映画」「5。ドキュメンタリー番組など」「6。SNSや YouTube 配信」をまとめると「視野に

入れたきっかけ」としての選択数合計は延べ 165 人、そのうち「もっとも重要なきっかけ」とし

ては 38 人となる。直接的な人間関係の存在である「7。親族にその職業の人がいること」「8。

知り合いにその職業の人がいること」「9。実際にその職業の人に会ったり、関わったりした経

験があること」をまとめると「視野に入れたきっかけ」として選択しているのは延べ 121 人、そ

のうち「もっとも重要なきっかけ」としては 86人となる。 

視野に入れたきっかけで「15。その他」を選択した 53 人中には、「自分・家族・知人の紛争

や刑事手続の経験」を挙げているものが 9 人いる。また、訪問授業や講演ではない「学校の

（公民科の）授業」に 5 人が言及している。裁判手続を題材としたロールプレイングゲーム（た

とえば「逆転裁判シリーズ」）を挙げているものが 5 人である。裁判傍聴を指摘したのは 2 人

だけであった。 

他方、もっとも重要なきっかけとして「15 その他」を選択した33人中14人が司法修習に

言及している。ただし、この設問では、「自分が現在の職業についているきっかけとしてもっと

も重要だったこと」を尋ねており、司法試験に合格し法曹三者のいずれかになる将来がほぼ

確定した後で、裁判官、検察官、弁護士の間での選択の決定要因についての回答をしている

可能性がある。「学校の（公民科の）授業」は 2 人、「自分・家族・知人の紛争や刑事手続の経

験」は 2人、ゲームは 1人と「視野に入れたきっかけ」よりも少なくなっている。 
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図 3-3-7 法曹を志望したきっかけともっとも重要なきっかけ 
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Ⅱ-５ 法曹を目指す決意後の不安 

 

「QⅡ-5 あなたが法曹を目指すことを決意した後、以下のような不安を感じていましたか」

に対する回答を図 3-3-8 に示した。「1。感じていた」「2。どちらかといえば感じていた」を合わ

せての合計は有効 264 人中、「司法試験に合格できるか」が 208 人 78.8％、「合格までの

時間的負担」が 201 人 76.１％、「合格までの経済的負担」が 172 人 65.2％、「法曹として

の適性があるか」が 171 人 64.８％と、いずれも 60％を超えている。 

また、資格取得後の将来的な不安として「法曹になった後、仕事と家庭を両立できるか」は

133人 50.4％であるのに対し、「資格取得後十分な収入を得られるか」は 96人36.4％で

あり、ワークライフバランスへの不安のほうが大きいことも注目に値する。 

 

 

図 3-3-8 法曹を目指す決意をした後の不安 
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Ⅱ-６ 法曹の魅力 

  

法曹の魅力について「QⅡ-6 あなたは法曹という職業について、以下のことに魅力を感じ

ていますか。」で尋ねている。回答をまとめたものが図 3-3-9 である。「仕事と家庭を両立で

きること」以外のすべての項目で、「1。感じている」「2。どちらかといえば感じている」の合計の

割合が 3 分の 2 を超えている。とりわけ「社会の役に立てる職業であること」242 人

（91.7%）、「仕事が面白いこと」235 人（89.0%）、「仕事の内容に自由度が高いこと」221

人（83.7%）の三項目は魅力として挙げている割合が高い。 

 

図 3-3-9 法曹の魅力 

  

「QⅡ-6-1」では、中高生に強調すべき上記以外の魅力について尋ねており、77人が回答

している（以下においてはひとりで複数事項に回答しているケースもある点に留意されたい）。

それらの中でもっとも多かったものは、弁護士だけでなく裁判官や検察官も含め、自らの意

志で開拓することができる広い活動分野についての言及である（17 人）。自らの良心と信念

に従って仕事ができることには 3人が触れている。これらは活動の多彩さと自由度としてまと

められよう。社会のインフラとしての法や社会全体のシステムの維持・構築・改善に関わること

ができる点を挙げている者が 13 人である。この点に関連して、6 人が社会正義や公益の実

現に関われることに言及している。7 人が年代や経験に関わらず対等に自分の意見を言うこ
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とができる点を挙げている。当事者の人生の深い部分に関われることは 6 人、そして端的に

人助けができるとしているものは 6人である。 

「QⅡ-6-2」では、こうした魅力を中高生にどのような方法で伝えるのがよいかを自由回

答で尋ねており、93 人が回答している（以下においてはひとりで複数事項に回答しているケ

ースもある点に留意されたい）。もっとも多かったのは、35 人が挙げている法曹三者が学校

に出向いての（出前）授業や講演会である。関連して法曹と直接接する機会を設けることを

14人が挙げている。さらに多彩な活動をしている法曹の姿を示すべきとしているのが8人い

る。能動的な学習である模擬裁判・模擬取調べやゲーム、職場見学、裁判傍聴などを挙げて

いる者が20人いる。業務内容以外では所得や福利厚生についても伝えるべきとする者が5

人いる。親しみや楽しさだけを強調するのではなく、憧れや尊敬を喚起するような内容の必

要性を指摘する者も 2 人いる。ドラマや映画、漫画などのフィクションについては 18 人、

SNSや YouTube などのソーシャルメディアは 22人が言及している。 
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第４章 法曹志望者の増加に係る法改正の効果に関する考察 

１ 各調査から得られた主な知見 

◎法科大学院志願者数推移の分析結果（第 1 章） 

・ 平成 21 年度から平成 30 年度までは法科大学院志願者数は減少傾向にあったが、

令和 2 年度以降は増加傾向にある。志願者数が減少傾向から増加傾向へと転じた要

因としては、法曹コースの制度創設、司法試験合格率の上昇、関係機関による法曹の

魅力発信の取組みの充実、弁護士の就職状況の改善があると考えられる。 

◎法曹コースの制度や在学中受験資格の活用状況等の分析結果（第 2 章） 

・ 法曹コースについては、令和 5 年度の時点で 40 コース、70 協定あり、法科大学院

生の母体として、制度設計通りに活用されているといえる。 

・ 在学中受験資格の活用状況については、令和 5 年司法試験の結果からは、十分に活

用されているといえる。 

◎高校生アンケートの分析結果（第 3 章１） 

・ 文系の生徒の中では、大学で法律学を学ぶことを視野に入れている回答者は 4 割程

度、将来の職業として「弁護士」を視野に入れている者は 3 割程度であった。 

・ 法曹（弁護士、裁判官、検察官）を視野に入れるようになった時期については、「中学

生の間」が最も多く、そのきっかけは、「ドラマ・映画」が圧倒的に多い。 

・ 法曹コースの認知度は、法律学を学ぶことを視野に入れている回答者であっても高

くない。 

◎保護者アンケートの分析結果（第 3 章 2） 

・ 保護者の間でも、法曹コースの認知度はまだ高くない。ただし、自分の子どもに法曹

になってほしいと考えている保護者は、法曹コースへの関心が高い傾向がある。 

・ 子どもの将来の職業を考えるにあたっては、経済面を重視する傾向が最も強く、次

いでワークライフバランスを重要視する保護者が多かった。 

・ 子どもが法曹を志望したいと述べた場合、多くの保護者は賛成するようである。その

ような保護者の多くが、法曹の仕事について知る機会は有益であると答えた。 

◎若手法曹アンケートの分析結果（第 3 章３） 

・ 回答者の約 2 割が小学生の頃から法曹となることを視野に入れており、中学生の頃

にはその割合は 3 割、高校生では 4 割になる。法曹を第一希望とした時期は、「大学

生の頃」が半数近いものの、中学生以前とする者も約 3 割である。 

・ 法曹を目指すことを決意した後、司法試験に合格できるか、合格までの時間的負担

について不安を感じていたものは 75％を超える。 

・ 自身が感じる法曹の魅力については、「社会の役に立てる職業であること」が

91.7％、「仕事が面白いこと」が 89.0％、「仕事の内容に自由度が高いこと」が

83.7％であった。 
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２ 各調査の結果を踏まえた法改正の効果に関する考察 

（１）法改正の効果について 

◆ 法曹志望者の増加に係る法改正については、法科大学院志願者数の増加

など、一定の効果があったと考えられる。 

◆ 法曹コースの設置や司法試験の在学中受験資格についても、令和５年司

法試験の状況をみる限り、制度設計通りの順調な活用がなされている。 

◆ 法曹コースについて、法曹を将来の職業として視野に入れている高校生

および子どもに法曹になってほしいと考えている保護者には一定の認知

度があるものの、まだ広く知られているとは言い難い。 

 

第１章および第２章の分析で述べられている通り、令和２年度以降法科大学院志願者数は

減少傾向から増加傾向へと転じている。この結果に法改正がどの程度寄与しているのかを

客観的に分析することは難しい。しかしながら、法曹コースの登録者が制度の導入以降、順

調に増えていること、高校生やその保護者で自分（または自分の子ども）の将来のキャリアと

して法曹を視野に入れている者は、一定程度法曹コースの存在を知っていることなどからす

れば、法曹志望者の時間的経済的負担を軽減することを目的とした法改正についての認知

が、法科大学院志願者数の増加に寄与していると考えるのが合理的であろう。 

実際、令和４年度先導的大学改革推進委託事業「法科大学院等の教育の充実に関する調

査研究」成果報告書によれば、法曹コース生へのアンケート調査では、法曹コースについて

入学前から知っていたという学生が低学年ほど多い（すなわち、年々認知が高まっている）と

いう結果が出ている28。この数年で大学入学前の認知も一定程度進んでいるものの、高校 1

年生および高校生の保護者を対象とした今回の調査では、全体としては十分に認知されて

いるとは言えない結果が出ており、より若い層とその保護者への周知活動が必要である。 

司法試験の在学中受験資格については、令和５年度に導入されたばかりであり、法改正の

効果を検証することは時期尚早である。しかしながら、令和５年司法試験の状況をみる限り

では、募集継続校３４校における法科大学院最終年次在籍者１,６６４名のうち、１,０６６名が在

学中受験資格により司法試験を受験した（募集停止校からの在学中受験者も含めると、１,０

７０名）。そして、このうちの６３７名が司法試験に最終合格した。これらの人数からしても、割

合からしても、現時点では、在学中受験資格は法科大学院生に十分活用されているといえる。

この実績が、法曹養成課程における、志望者の将来の予測可能性を高め、法曹志望者数お

よび法科大学院志願者数の増加に寄与することが期待される。 

 
28 令和４年度先導的大学改革推進委託事業「法科大学院等の教育の充実に関する調査研究」成

果報告書 65 頁  

https://www.mext.go.jp/content/20230822-mxt_daigakuc01-000031482_1.pdf 

https://www.mext.go.jp/content/20230822-mxt_daigakuc01-000031482_1.pdf
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（２）法改正を踏まえたさらなる法曹志望者数増加のための課題 

◆ 若手法曹アンケート回答者の多くが、早い段階から将来のキャリアとして

法曹を視野に入れていたことを踏まえて、法曹の仕事やキャリアの実態を

知ってもらうよう、若年層（小学生、中学生、高校生）へのさらなる発信を

継続して行うことが必要である。 

◆ 法学部や法曹に対するイメージが、高校生も保護者もそれほど異ならない

こと、多くの保護者が子どもの将来の職業について、「子どもの意思を尊

重する」、法曹を志願したら「応援する」と回答したことを踏まえて、世代を

問わず広く社会に対し法曹の魅力を発信していく必要がある。特に、法曹

の仕事の魅力を伝えることは重要な課題である。 

◆ 法曹志望者に対する法曹養成制度の予測可能性を高めるため、適切な学

習段階における適切な情報提供が必要である。 

◆ 医師を志望する高校生との比較を踏まえると、長期的には、より社会のニ

ーズに応える法曹人材を輩出し、法曹がより身近で魅力のある職業であ

ることを若年層が知ると、法曹志望者の拡大にも寄与することが考えられ

る。 

◆ 今回の調査は、法改正により直接的な影響を受ける若年層およびその保

護者を対象として検討が行われており、法科大学院未修者コースに入学す

ることが想定される他学部や社会人経験者などが主要な検討対象から外

れていることに留意が必要である。より多様な人材が法曹を志望するよう

になるための施策の検討のためには、別の調査検討を要するであろう。 

 

若手法曹アンケートからは、法曹を第一志望とした時期について、約 3 割が中学生以前と

回答している。法曹を「視野に入れたきっかけ」としては、ドラマや映画などのメディアが多い

ものの、「もっとも重要なきっかけ」は直接的な人間関係の存在を挙げる回答者が多かった。

より広い層に法曹の魅力について知ってもらい、将来の職業として視野に入れてもらう「きっ

かけ」を提供するためには、メディアも含めた若年層（小学生、中学生、高校生）へのさらなる

発信が求められる。そして、法教育活動や、関係機関による取組みを通じて、法曹と直接出

会うことも、若年層が法曹を志望する気持ちをより強くすることに重要なインパクトを与えうる。 

高校生アンケートと保護者アンケートでは、「大学で法律学を学ぶことのイメージ」および

「法曹のイメージ」について同じ質問をたずねたが、両者で大きな乖離はなかった。「大学で法

律学を学ぶことのイメージ」については、法曹・公務員などのキャリアとのつながりが強く、勉

強の負荷が大きいと考えている回答者が多かった。「法曹のイメージ」については、経済的に

安定していて、社会に貢献でき、人々から尊敬され、性別に関係なく活躍できる職業であると

いうイメージを肯定する回答者が多かった。他方、法曹のワークライフバランスについては、

否定的なイメージを持つ回答者が多かった。現実には、法曹の多くを占める弁護士について

はいわゆる自由業であり、仕事の内容のみならず、時間の使い方にも広い裁量を持つ者が
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多いはずであるが、その点はあまり社会一般に知られていない。 

序章で述べた通り、今回の調査対象者は、高校生アンケートも保護者アンケートも、一般の

高校生やその親を対象としたものでないことには留意が必要であるが、法曹を志望する者お

よびその保護者が多いであろう層を対象としても、法曹の仕事のやりがいや魅力については

十分に知られていない可能性が高いことは、今後広報戦略を検討する上でも重要な課題で

ある。 

若手法曹アンケートからは、司法試験に合格できるかどうか、法曹になるまでの時間的・経

済的負担について、法曹を目指すうえで不安であったと答えた者が多かった。また、高校生

アンケートや保護者アンケートでも、法曹を目指すうえでの不安として、同様の項目を挙げる

回答が多かった。資格試験である以上、合格に至るまでは完全には払拭できない不安が存

在する点は否めないが、そのような不安を理由に法曹への道のりを断念する者が少しでも減

るよう、法曹になるまでの道のりについてさらなる情報公開をすることにより、法曹養成制度

における志望者の将来の予測可能性を高めていくことが有益であろう。例えば、文系理系の

選択を行う高校１年生までの間に、法曹になるための大まかな道のりを知ることができ、大学

受験を検討するまでには法曹コースの存在や、法曹コースの実情などを知り、さらに法曹コ

ース在学中には法科大学院生や若手法曹と直接コミュニケーションをとることができ、実際

の勉強や実務の様子を知ることができれば、過度な不安を抱かずに将来に向けた準備がで

きる学生が増えるのではないだろうか。さらには、法科大学院に進学するかどうかを判断す

る段階で、自分が司法試験に合格できそうかどうか、ある程度の判断材料を得られるとよい

が、現状、予備試験がこのような機能を果たしている部分がありそうである。法曹コースから

の司法試験の合格率のデータや、既修者・未修者コースの合格率のデータなどをわかりやす

く開示していくことは、制度における法曹志望者の将来の予測可能性を高めることに資する

であろう。 

高校生アンケートにおける医師を志望する生徒と法曹を志望する生徒との比較からは、医

師の方が法曹よりも身近に感じやすく、ロールモデルを持ちやすいことがうかがえる結果が

出ている。これは、子どもの頃から病院で医師に会うことは珍しくないが、法曹には会う機会

があまり（または全く）ないことが主な要因と考えられる。法曹が社会の多様なニーズにより一

層対応し、あらゆる場面で活躍することは、総じて法曹の存在自体を身近に感じさせ、法曹

志望者数の増加に資すると考えられる。 

もっとも、今回の調査は、今般の法改正によって直接的な影響を受けるであろう、法曹コー

スにこれから入学しうる高校生およびその保護者を主要な調査対象としている。若手法曹ア

ンケートにおいても、法改正を踏まえて、どの段階でどのような広報活動をすることが、若年

層を法曹コースや法科大学院に誘うのに効果的かという視点から質問を行っている。これら

の調査は、法曹コースおよび在学中司法試験受験の導入という一連の制度が実行に移され

た令和 5 年度に実施する調査としては重要な意義があったと考えられる。しかし、法科大学

院未修者コースに入学することが想定される他学部の学生や、社会人経験者などが主要な

検討対象から外れていることには留意が必要である。社会の多様化に伴う法的ニーズの広

がりに対応しうる人材を、法曹志望者として誘うための戦略、実際に司法試験に合格させ法

曹として輩出するための教育の在り方については、別途重要な課題として、今後調査検討が

必要と考える。 
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設問
タイプ 質問番号 設問文 n%表

SA SC1 あなたのお子さまの学齢と性別を教えてください。該当するお子さまが複数人いらっしゃる場合は、上のお子さまについてご回答くだ
さい。 NP001

SA SC2 前問でお答えいただいたお子さまについてご回答ください。あなたの{SC1 回答(文)}のお子さまは、高校卒業後、大学への進学
を希望していますか。 NP002

SA SC3 あなたは、{SC1 回答(文)}のお子さまの高校卒業後、大学に進学してほしいと思っていますか。 NP003

MT Q1 あなたは、大学で主に法律学を学ぶこと（法学部・法学科への入学など）にどのようなイメージを持っていますか。あてはまるもの
をそれぞれ1つお選びください。 NP004

SA Q2

法曹（裁判官、検察官、弁護士）になるためには、司法試験に合格する必要があります。司法試験を受験するためには、
（A）大学卒業後に法科大学院（ロースクール）に進学して所定の単位を取得するか、（B）（受験資格に制限のない）
司法試験予備試験に合格する必要があります。あなたは、司法試験受験資格を得る（A）と（B）の方法について知っていま
したか。

NP005

SA Q3 令和２年に、大学の法学部を３年で卒業し、法科大学院に進学して法曹を目指す「法曹コース（連携法曹基礎課程）」が
創設されました。あなたは、この「法曹コース」について知っていますか。 NP006

MA Q3S1 Q3-1.「Q3」で「 {Q3 回答(文)}」と答えた方におたずねします。「法曹コース」のことを知った情報源は何ですか。あてはまるもの
をすべてお選びください。 NP007

SA Q4 あなたは、自分の{SC1 回答(文)}のお子さまが法曹コースに進学することに関心がありますか。 NP008

MA Q5 あなたは、以下の職業のうち、将来{SC1 回答(文)}のお子さまについてほしいと思うものはありますか。あてはまるものをすべてお
選びください。 NP009

SA Q5S1 Q5-1.「Q5」で選んだ以下の職業のうち、もっともついてほしい職業は何ですか。 NP010

MT Q6 あなたの{SC1 回答(文)}のお子さまが将来の職業を考えるにあたって、以下のことはどの程度重要だと思いますか。あてはまるも
のをそれぞれ１つお選びください。 NP011

MT Q7 あなたは法曹（裁判官、検察官、弁護士）にどのようなイメージを持っていますか。あてはまるものをそれぞれ1つお選びください。 NP012

SA Q8 あなたの{SC1 回答(文)}のお子さまはすでに将来の進路を決めていらっしゃるかもしれませんが、以下は仮のお話としてお答えく
ださい。あなたは、{SC1 回答(文)}のお子さまが将来の職業として、法曹を目指したいと言ったらどのように思いますか。 NP013

MT Q8S1 Q8-1.「Q8」で「賛成する」と答えた方におたずねします。あなたの{SC1 回答(文)}のお子さまが法曹を志望される場合、以下
のような機会は有益だと思いますか。あてはまるものをそれぞれ１つお選びください。 NP014

MT Q8S2 Q8-2.「Q8」で「{Q8 回答(文)}」と答えた方におたずねします。その理由は何でしょうか。あてはまるものをそれぞれ１つお選びく
ださい。 NP015

SA Q9 あなたの職業を教えてください。 NP016
SA Q10 あなたが最後に通った学校は次のどれにあたりますか。在学中や中退も含めてお答えください。 NP017
SA Q11 いま現在の世帯年収（税引き前）は、およそどれぐらいになりますか。 NP018
SA SEX 性別 NP019
数 AGE 年齢 NP020
SA NAGE 年代 NP021
SA CHIIKI 都道府県 NP022

法曹界への興味・関心についてのアンケート調査（保護者対象）
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■単純集計表(n%表)

n %
全体 2000 100.0

1 高校１年生　男子 300 15.0
2 高校１年生　女子 300 15.0
3 高校２年生　男子 300 15.0
4 高校２年生　女子 300 15.0
5 高校３年生　男子 400 20.0
6 高校３年生　女子 400 20.0
7 高校生の子どもはいない 0 0.0

n %
全体 2000 100.0

1 希望している 2000 100.0
2 希望していない 0 0.0
3 わからない 0 0.0

n %
全体 2000 100.0

1 大学に進学してほしい 2000 100.0
2 どちらでも良い 0 0.0
3 大学に進学してほしくない 0 0.0

ｎ

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

1.勉強が楽しそう 2000 189 581 818 412
100.0 9.5 29.1 40.9 20.6

2.公務員を目指す人が多そう 2000 322 850 583 245
100.0 16.1 42.5 29.2 12.3

3.勉強が忙しそう 2000 862 828 236 74
100.0 43.1 41.4 11.8 3.7

4.この問いでは、「そう思う」を選択してください 2000 2000 0 0 0
100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

5.大学生活が楽しそう 2000 282 1023 590 105
100.0 14.1 51.2 29.5 5.3

6.法曹（裁判官、検察官、弁護士）を目指す人が多そう 2000 582 705 534 179
100.0 29.1 35.3 26.7 9.0

7.その学部・学科への進学がむずかしそう 2000 646 820 419 115
100.0 32.3 41.0 21.0 5.8

8.就職に有利そう 2000 528 973 423 76
100.0 26.4 48.7 21.2 3.8

9.卒業が大変そう 2000 461 891 545 103
100.0 23.1 44.6 27.3 5.2

SC1.あなたのお子さまの学齢と性別を教えてください。該当するお子さまが複数人いらっしゃる場合は、上のお子さまについてご回答く
ださい。
SA

SC2.前問でお答えいただいたお子さまについてご回答ください。あなたの{SC1 回答(文)}のお子さまは、高校卒業後、大学への進
学を希望していますか。
SA

SC3.あなたは、{SC1 回答(文)}のお子さまの高校卒業後、大学に進学してほしいと思っていますか。
SA

Ｉ　あなたのお子さまの高校卒業後の進路に関する質問、法曹になる過程・法曹イメージに関する質問＊法曹とは、裁判官、検察
官、弁護士をいいます。以下では、高校生のお子さまを持つ保護者の方が、お子さまの高校卒業後の進路についてどのように考えて
いるか、法曹（裁判官、検察官、弁護士）についてどのようなイメージを持っているかをおたずねします。調査目的から、法曹や法学
部に関する質問が続きますが、実際にお子さまの進路としてこれらを考えていなくても、率直なご意見をお答えくださいますようお願いい
たします。
Q1.あなたは、大学で主に法律学を学ぶこと（法学部・法学科への入学など）にどのようなイメージを持っていますか。あてはまるもの
をそれぞれ1つお選びください。
SA
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■単純集計表(n%表)

n %
全体 2000 100.0

1 （A）のみ知っていた 336 16.8
2 （B）のみ知っていた 178 8.9
3 （A）、（B）両方とも知っていた 738 36.9
4 （A）、（B）両方とも知らなかった 748 37.4

n %
全体 2000 100.0

1 知っている 150 7.5
2 聞いたことはあるがよく知らない 504 25.2
3 聞いたこともない 1346 67.3

n %
全体 654 100.0

1 新聞やネット記事 489 74.8
2 家族や友人・知人から 140 21.4
3 学校（きょうだい関係を含む） 66 10.1
4 塾（きょうだい関係を含む） 22 3.4
5 SNS 50 7.6
6 その他（具体的に： 10 1.5

n %
全体 2000 100.0

1 大変関心がある 75 3.8
2 少し関心がある 349 17.5
3 関心はない 1105 55.3
4 わからない・考えたことがない 471 23.6

n %
全体 2000 100.0

1 弁護士 175 8.8
2 裁判官 107 5.4
3 検察官 105 5.3
4 国家公務員・地方公務員 482 24.1
5 医師 164 8.2
6 薬剤師 220 11.0
7 看護師 99 5.0
8 栄養士･管理栄養士 82 4.1
9 教師･教員 180 9.0
10 大学教授･研究者 153 7.7
11 建築士・設計士 117 5.9
12 公認会計士 122 6.1
13 エンジニア・プログラマー・ゲームクリエイター 215 10.8
14 心理カウンセラー 65 3.3
15 シェフ・パティシエ・料理人 27 1.4
16 歌手・ミュージシャン・芸能関連 26 1.3
17 YouTuberなど動画配信者・ゲーム実況者 5 0.3
18 起業家 127 6.4
19 会社員（事務系・営業系） 346 17.3
20 スポーツ選手 31 1.6
21 その他（ 20 1.0
22 本人の意思を尊重したい 902 45.1
23 以上のいずれもあてはまらない 47 2.4

Q2.法曹（裁判官、検察官、弁護士）になるためには、司法試験に合格する必要があります。司法試験を受験するためには、
（A）大学卒業後に法科大学院（ロースクール）に進学して所定の単位を取得するか、（B）（受験資格に制限のない）司法
試験予備試験に合格する必要があります。あなたは、司法試験受験資格を得る（A）と（B）の方法について知っていましたか。

SA

Q3.令和２年に、大学の法学部を３年で卒業し、法科大学院に進学して法曹を目指す「法曹コース（連携法曹基礎課程）」が
創設されました。あなたは、この「法曹コース」について知っていますか。
SA

Q3-1.「Q3」で「 {Q3 回答(文)}」と答えた方におたずねします。「法曹コース」のことを知った情報源は何ですか。あてはまるものをす
べてお選びください。
MA

Q4.あなたは、自分の{SC1 回答(文)}のお子さまが法曹コースに進学することに関心がありますか。
SA

II　お子さまの将来の職業イメージに関する質問
Q5.あなたは、以下の職業のうち、将来{SC1 回答(文)}のお子さまについてほしいと思うものはありますか。あてはまるものをすべてお
選びください。
MA
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■単純集計表(n%表)

n %
全体 1051 100.0

1 弁護士 48 4.6
2 裁判官 13 1.2
3 検察官 14 1.3
4 国家公務員・地方公務員 288 27.4
5 医師 90 8.6
6 薬剤師 69 6.6
7 看護師 40 3.8
8 栄養士･管理栄養士 17 1.6
9 教師･教員 69 6.6
10 大学教授･研究者 42 4.0
11 建築士・設計士 36 3.4
12 公認会計士 27 2.6
13 エンジニア・プログラマー・ゲームクリエイター 92 8.8
14 心理カウンセラー 18 1.7
15 シェフ・パティシエ・料理人 3 0.3
16 歌手・ミュージシャン・芸能関連 11 1.0
17 YouTuberなど動画配信者・ゲーム実況者 1 0.1
18 起業家 41 3.9
19 会社員（事務系・営業系） 108 10.3
20 スポーツ選手 10 1.0
21 その他（{FA}） 14 1.3

ｎ

重
要
で
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

重
要
で
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

重
要
で
あ
る

重
要
で
あ
る

1.経済的に安定した職業であること 2000 47 119 928 906
100.0 2.4 6.0 46.4 45.3

2.社会に貢献できる職業であること 2000 76 469 1129 326
100.0 3.8 23.5 56.5 16.3

3.周囲から尊敬される職業であること 2000 132 775 882 211
100.0 6.6 38.8 44.1 10.6

4.面白い仕事ができる職業であること 2000 58 268 1054 620
100.0 2.9 13.4 52.7 31.0

5.国際的に活躍できる職業であること 2000 214 900 681 205
100.0 10.7 45.0 34.1 10.3

6.仕事と私生活のバランスがとれる職業であること 2000 53 151 1048 748
100.0 2.7 7.6 52.4 37.4

7.高収入であること 2000 47 372 1193 388
100.0 2.4 18.6 59.7 19.4

Q5-1.「Q5」で選んだ以下の職業のうち、もっともついてほしい職業は何ですか。
SA

Q6.あなたの{SC1 回答(文)}のお子さまが将来の職業を考えるにあたって、以下のことはどの程度重要だと思いますか。あてはまるも
のをそれぞれ１つお選びください。
SA
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■単純集計表(n%表)

ｎ

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

1.経済的に安定している職業だ 2000 822 943 183 52
100.0 41.1 47.2 9.2 2.6

2.人から恨まれる職業だ 2000 201 865 787 147
100.0 10.1 43.3 39.4 7.4

3.この問いでは、「そう思わない」を選択してください 2000 0 0 0 2000
100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

4.人や社会の役に立つ職業だ 2000 769 1094 111 26
100.0 38.5 54.7 5.6 1.3

5.金持ちの利益を守る職業だ 2000 152 698 949 201
100.0 7.6 34.9 47.5 10.1

6.人々から尊敬される職業だ 2000 433 1262 257 48
100.0 21.7 63.1 12.9 2.4

7.偉そうにしている人が多い職業だ 2000 339 924 625 112
100.0 17.0 46.2 31.3 5.6

8.面白い仕事ができる職業だ 2000 176 794 855 175
100.0 8.8 39.7 42.8 8.8

9.仕事と家庭を両立できる職業だ 2000 70 492 1051 387
100.0 3.5 24.6 52.6 19.4

10.性別に関係なく活躍できる職業だ 2000 503 1049 362 86
100.0 25.2 52.5 18.1 4.3

n %
全体 2000 100.0

1 賛成する 1356 67.8
2 反対する 88 4.4
3 わからない 556 27.8

ｎ

あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
ら
な
い

あ
て
は
ま
ら
な
い

1.大学や法科大学院での奨学金制度について知る機会 1356 576 598 129 53
100.0 42.5 44.1 9.5 3.9

2.法科大学院での生活について知る機会 1356 580 668 78 30
100.0 42.8 49.3 5.8 2.2

3.法曹の仕事について知る機会 1356 653 602 75 26
100.0 48.2 44.4 5.5 1.9

4.保護者に向けた法曹や法科大学院についての説明会 1356 517 642 153 44
100.0 38.1 47.3 11.3 3.2

Q7.あなたは法曹（裁判官、検察官、弁護士）にどのようなイメージを持っていますか。あてはまるものをそれぞれ1つお選びください。

SA

Q8.あなたの{SC1 回答(文)}のお子さまはすでに将来の進路を決めていらっしゃるかもしれませんが、以下は仮のお話としてお答えく
ださい。あなたは、{SC1 回答(文)}のお子さまが将来の職業として、法曹を目指したいと言ったらどのように思いますか。
SA

Q8-1.「Q8」で「賛成する」と答えた方におたずねします。あなたの{SC1 回答(文)}のお子さまが法曹を志望される場合、以下のよ
うな機会は有益だと思いますか。あてはまるものをそれぞれ１つお選びください。
SA
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■単純集計表(n%表)

ｎ

あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

あ
て
は
ま
ら
な
い

あ
て
は
ま
ら
な
い

1.司法試験が難しいから 644 271 226 74 73
100.0 42.1 35.1 11.5 11.3

2.法曹資格取得までの時間的負担が大きいから 644 238 266 78 62
100.0 37.0 41.3 12.1 9.6

3.法曹資格取得までの経済的負担が大きいから 644 210 270 96 68
100.0 32.6 41.9 14.9 10.6

4.子どもに法曹の仕事の適性がないと思うから 644 205 282 107 50
100.0 31.8 43.8 16.6 7.8

5.法曹になったら家庭との両立が大変そうだから 644 138 302 142 62
100.0 21.4 46.9 22.0 9.6

6.法曹になっても十分な収入を得られるかわからないから 644 98 233 234 79
100.0 15.2 36.2 36.3 12.3

7.自分は法曹の仕事には魅力を感じないから 644 133 259 195 57
100.0 20.7 40.2 30.3 8.9

n %
全体 2000 100.0

1 正規社員・公務員 1277 63.9
2 パート・アルバイト・契約社員・派遣社員・嘱託 303 15.2
3 会社経営・役員 90 4.5
4 裁判官 3 0.2
5 検察官 0 0.0
6 弁護士 2 0.1
7 「弁護士」以外の自由業 17 0.9
8 自営業 92 4.6
9 内職・家族従事者（家族の事業に従事する人） 3 0.2
10 専業主夫・主婦 177 8.9
11 学生 2 0.1
12 無職 16 0.8
13 その他 18 0.9

n %
全体 2000 100.0

1 中学校 8 0.4
2 専修学校 3 0.2
3 高等学校 264 13.2
4 専門学校（専修学校専門課程） 170 8.5
5 高等専門学校 41 2.1
6 短期大学 201 10.1
7 大学（法学系の学部） 123 6.2
8 大学（法学系の学部以外） 999 50.0
9 大学院（法学系の研究科） 9 0.5
10 大学院（法学系の研究科以外） 171 8.6
11 答えたくない 11 0.6

Q8-2.「Q8」で「{Q8 回答(文)}」と答えた方におたずねします。その理由は何でしょうか。あてはまるものをそれぞれ１つお選びくださ
い。
SA

III　あなた自身について
Q9.あなたの職業を教えてください。
SA

Q10.あなたが最後に通った学校は次のどれにあたりますか。在学中や中退も含めてお答えください。
SA

6 ページ 69



■単純集計表(n%表)

n %
全体 2000 100.0

1 なし 5 0.3
2 100万円未満 13 0.7
3 100万円以上200万円未満 15 0.8
4 200万円以上300万円未満 42 2.1
5 300万円以上400万円未満 61 3.1
6 400万円以上500万円未満 108 5.4
7 500万円以上600万円未満 142 7.1
8 600万円以上700万円未満 170 8.5
9 700万円以上800万円未満 199 10.0
10 800万円以上900万円未満 173 8.7
11 900万円以上1,000万円未満 199 10.0
12 1,000万円以上1,500万円未満 436 21.8
13 1,500万円以上 153 7.7
14 わからない・答えたくない 284 14.2

n %
全体 2000 100.0

1 男性 1375 68.8
2 女性 625 31.3

値
全体 2000
平均値 50.93
最小値 31.00
最大値 77.00

n %
全体 2000 100.0

1 30代 20 1.0
2 40代 783 39.2
3 50代 1082 54.1
4 60代以上 115 5.8

Q11.いま現在の世帯年収（税引き前）は、およそどれぐらいになりますか。
SA

性別
SA

年齢
_歳

年代
SA

7 ページ70



■単純集計表(n%表)

n %
全体 2000 100.0

1 北海道 69 3.5
2 青森県 9 0.5
3 岩手県 8 0.4
4 宮城県 33 1.7
5 秋田県 14 0.7
6 山形県 9 0.5
7 福島県 18 0.9
8 茨城県 42 2.1
9 栃木県 16 0.8
10 群馬県 25 1.3
11 埼玉県 137 6.9
12 千葉県 118 5.9
13 東京都 302 15.1
14 神奈川県 204 10.2
15 新潟県 9 0.5
16 富山県 3 0.2
17 石川県 4 0.2
18 福井県 12 0.6
19 山梨県 8 0.4
20 長野県 22 1.1
21 岐阜県 19 1.0
22 静岡県 44 2.2
23 愛知県 142 7.1
24 三重県 28 1.4
25 滋賀県 25 1.3
26 京都府 35 1.8
27 大阪府 189 9.5
28 兵庫県 123 6.2
29 奈良県 33 1.7
30 和歌山県 14 0.7
31 鳥取県 4 0.2
32 島根県 6 0.3
33 岡山県 28 1.4
34 広島県 54 2.7
35 山口県 13 0.7
36 徳島県 4 0.2
37 香川県 12 0.6
38 愛媛県 13 0.7
39 高知県 9 0.5
40 福岡県 61 3.1
41 佐賀県 15 0.8
42 長崎県 12 0.6
43 熊本県 14 0.7
44 大分県 13 0.7
45 宮崎県 8 0.4
46 鹿児島県 13 0.7
47 沖縄県 7 0.4
48 国外 0 0.0

都道府県
SA
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藩手濠間フンケー ト

フェイスシート

我が国における法曹志望者数
に関する調査

着手法曹対象アンケートご協力のお願い

本調査は、法務省の令和5年度委託事業「我が国における法曹志望者数に関する調

査」の一環として実施しています。このアンケートでは、司法修習期74期、75期の方

を対象として、進路として法曹を志望した時期や契機、法曹を志望するにあたつて感

した不安や迷いなどをおたずねします。アンケートは匿名で実施し、統計的に処理さ

れますので、回答が特定される心配はありません。アンケートの回答にかかる時間

は、おおむね10分程度です。日本における法曹養成制度に関する施策を検討するため

の基礎資料となる調査ですので、ご多忙のことと思いますがイ可卒ご協力くださいます

ようお願いいたします。

正 あなた自身について

I あなた自身について

1.令和5年4月 1日現在のあなたの年齢を教えてください。

年齢

2.あなたの1陛別を教えてください。

01男 性

02女 性

03 その他・答えたくない

3.あなたの現在の職業

。 1 裁判官

02検 察宮

03 弁護士

V
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3… 1.「 3」 で「3弁護士」を選択した方におたずねします。あなたの職場はどのような

ところですか。以下から1つ選択してください。

01 弁護±10名未満の法律事務所

02 弁護±10名以上50名未満の法律事務所

03 弁護±50名以上の法律事務所

04企業等

05総 庁・自治体等

06法テラス

0 その他

4.大学 (学部)は卒業しましたか。

① l卒業した

02 入学したが中退した

03 大学に入学したことはない

4…1.r卒業した」と答えた方におたずねします。大学では何を専攻されてぃました

か。以下から1つ選択してください。

01鴻際

02法律以外の文系

03 理工系 (理学 ,工学・農学・ 医学・薬学等)

O その他

5.あなたは司法試験の受験にあたり、予備試験を受験したことはありますか。

01あ る

02な い

5-1.「ある」と答えた方におたずねします。予備試験には、合格しましたか。

。 1合格した

02合 格しなかつた
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6.あなたは法科大学院に在籍・修了した経験はありますか。

01 法科大学院に在籍し、修了した

02 法科大学院に在籍し、中退した

03 法科大学院に在籍したことはない

6… 1.「 1法科大学院に在籍し、修了した」または「2法科大学院に在籍し、中退した」

と答えた方にうかがいます。入学したコースは、未修課程 (3年間)、 既修課程 (2年

間)のどちらでしたか。

01 未修課程 (3年間)

02既 修課程 (2年間)

H 法冒を志襲した時期や契機について

亜 法曹を志襲した時期や契機について

1.以下では、あなたがこれまで視野に入れていた職業について、子どもの頃から時系

列でおたずねします。思い出せる範囲で構いませんので、お答えください。視野に入

れていた職業が2つ以上あつた場合、すべてを選択してください。

(1)小学生の頃

□ 分
~護士       □

□ 国家公務員・地方公務員 □

□ 看護師       □

□ 大学教授・研究者   □

□置イ募恥τyttI □

EI鍮甚
ユ~ジシヤン・ □

□豪行
員(事務系・営業

  国

裁判官

医師

栄養士 ,管理栄養士

建築士・設計士

心理カウンセラー

YouTuberな ど動画配信

者・ゲーム実況者

スポーツ選手

□ 検察官

□ 薬剤師

□ 教師・教員

回 公認会計土

□
シェフ・パティンエ・料

理人

起業家
□

□
その他
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□ まだなにもなかつた

(2)中学生の頃

□ 弁護士       □

□ 国家公務員Ⅲ地方公務員 □

□ 看護日下        □

国 大学教授・研究者   □

回置す五ら了呈写冨I □

□鍮逼
ユ~ジシヤン・ □

□ 棄什

員 (事務系・営業
  □

□ まだなにもなかつた

(3)高校生の頃

□ 弁護士       □

□ 国家公務員 ,地方公務員 □

□ 看
~護師       □

□ 大学教授・研究者   □

回壬▼募≡五継 I 口

□鍮通
ユ~ジシヤン・□

□ 盆什

員 (事務系・営業
  □

□ まだなにもなかつた

(4)大学生の頃

裁判官

医師

栄養士 中管理栄養士

建築士・設計士

心理カウンセラー

YouTuberな ど動画配信

者・ゲーム実況者

スポーツ選手

裁判官

医師

栄養士 り管理栄養土

建築士・設計士

心理カウンセラー

YouTuberな ど動画配信

者・ゲーム実況者

スポーツ選手

□ 検察官

□ 薬剤師

□ 教師・教員

回 公認会計士

□

□ 検察官

□ 薬剤師

□ 教師・教員

回 公認会計士

□

□

シェフ 年パティシエ・料

理人

起業家

その他

□

シェフ・パティンエ・料

理人

起業家

その他

法曹になる前に大学に入

学 していない
□

弁護士
□

裁判官
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□

その他
□

(5)社会人の間

※実際に就いていた
―

はなく、社会人の間に次に就きたい職業として視野に入れていた職業をすべて選択してくだといこ

□

□
弁護士

□
裁判官

□ 園
~ぷノム`務員・地方公務員 □ 医師

□ 看護師       □ 栄就 ・管躾 養士

□ 大学教授・研究者    □ 建築士 。設計上

置▼募珂 呈写訂 □
心理カウンセラー

肇藁達
ユ~ジシヤン・

 □彗!Л蓼輩玄瑾覇罐;酉

E信

会社員 (事務系・営業  ロ スポーツ選手

まだなにもなかつた

壬導置五らτ呈写唇I □
心理カウンセラー

肇重達
ユ~ジシヤン。

 □習!・操安選編遅:配

信

系)員
(事務系・営業

  ロ
スポーツ選手

まだなにもなかつた

□ 犠 首

□ 薬斉J師

□ 教師い教員

回
公認会計土

シェフ・パティンエ・料

I里人

起業家

EI遠
雇ほ縦

る前に社会人経

□ 検察官

□ 夢講J師

□ 教師弓帳

回
公認〔鮮十士

□
シェフ・パティシエ・料

I里人

起業家

□ 1学校での訪問授業や講演

□ 3新聞・綿 等の記事

□ 国
~泰ノム`務員・地方公務員 □ 医出下

□ 看護師        □ 栄鼓 ・管蝶 養士

国 大学教授 。研究者    □ 建築士・設計士

□

□

□

その他
□□

2.あなたが将来の職業として法曹を視野に入れたきつかけは何でしたか。あてはまる

ものすべてを選択してください。

□ 2小説・漫画

□ 4ドラマ・映画
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□
15その他 (具体的に)

3Ⅲ あなたが将来の職叢として法曹を第一志望としたのはいつ頃ですか。

ol 小学生の頃            02 中学生の頃

03高 校生のヒ買          04大 学生の頃

05 大学院生 (法科大学院生を除く)の頃 06 社会人になつてから

O
7 法科大学院生の頃 8 その他

4.法曹になつたいま振り返ってみて、自分が現在の職業についているきつかけとして

もつとも重要だつたことは何でしたか。あてはまるもの1つを選択してくだきい。

□ 5ドキュメンタリー番組など

□ 7親族にその職業の人がいること

□

□

9実際にその職業の人に会つたり、関わつ

たりした経験があること

11友達が目指していたこと

□ 13予備言鵡ミに舗 したこと

01学 校での訪問授業や請演

03新聞・雑誌等の記事

05ドキュメンタリー番組など

07親族にその職業の人がいること

O
9実際にその職業の人に会つたり、関わつ

たりした経験があること

11友達が目指していたこと
O

013予傭試験に合格したこと

□ 6 SNSや YouTube函騰

□ 8知り合いにその職業の人がいること

□
10~ぷ族に勧められたこと

□
暫

法律学を学ぶ学部 中学科に進学したこ

□ 14法律系の予備校に通い始めたこと

02小説・漫画

04ドラマ・映画

0 6SNSや YouTube配信

08知り合いにその職業の人がいること

。
10~森族に勧められたこと

。
ど

法律学を学ぶ学吉『・学科に進学したこ

014法 律系の予備校に通い始めたこと

O

0
15その他 (具体的に〕
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5.あなたが法曹を目指すことを決意した後、以下のような不安を感していましたか。

もつともあてはまるものを選択してください。

(1)司法試験に合格で

きるかどうか

(2)司法試験合格まで

にかかる時間的負担

(3)司法試験合格まで

にかかる経済的負担

14)自分に法曹として

の適l陛があるか

(5,法曹を目指すこと

に親が反対するか

(6)資格取得後十分な

収入を得られるか

(7,法曹になつた後、

仕事と家庭を両立でき

るか

6.あなたは法曹という職業について、以下のことに魅力を感していますか。もつとも

あてはまるものを選択してください。

不安を感じてい

た

魅力を感 してい

る

どちらかといえ

ば不安を感して

いた

どちらかといえ

ば魅力を感して

いる

どちらかといえ

ば不安を感して

いなかつた

不安を感してい

なかつた

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

どちらかといえ

ば魅力を感して 魅力を感してい

い茂ぶい          二表い

(1)比較的高収入な職

業であること

(2)社会の役に立てる

職業であること

(3)人々から尊敬され

る職業であること

(4)仕事が面白いこと

(5)仕事と家庭を両立

できること

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

　

Ｏ

　

Ｏ
主
Ｏ
　
Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ
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魅力を感してい

ない

(6)出居」に関係なく活

屋できること

(7)仕事の内容に自由

度が高いこと

(81勤務時間の自由度

が高いこと

(9)法曹資格には定年

がないこと

6-1.中高生へ法曹の魅力を発信するにあたつて、前ページ[61でおたずねした項目以外

に、強調すべきと思う法曹の仕事の魅力があれば、具体的に書いてください。

6‐2.中高生へ法曹の魅力を発信するにあたつて、どのような方法で伝えるのが効果的

と考えますか。アイデアがあれば、具体的に書いてください。

Powered by QuaiMcs

魅力を感してい

る

どちらかといえ

ば魅力を感じて

いる

どちらかといえ

ば魅力を感して

いない

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ
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N

9.8

66.9

16.0

7.2

100.0

N

N

N

1 10 120 50.0 50.0

2 10 50 50 20.8 70.8

3 50 43 17.9 88.8

4 20 8.3 97.1

5 1 .4 97.5

6 5 2.1 99.6

7 1 .4 100.0

240 100.0

N

410 99.8 99.8

1 .2 100.0

411 100.0

N

1 375 96.4 96.4

2 12 3.1 99.5

3 2 .5 100.0

389 100.0

3-1. 3 3 1

 - 7  - 

4.

3-1. 3 3 1

109



N

1 326 86.9 86.9

2 41 10.9 97.9

3 8 2.1 100.0

375 100.0

N

1 318 82.6 82.6

2 67 17.4 100.0

385 100.0

N

1 132 41.9 41.9

2 183 58.1 100.0

315 100.0

N

1 303 79.7 79.7

2 26 6.8 86.6

3 51 13.4 100.0

380 100.0

N

1 3 64 19.5 19.5

2 2 265 80.5 100.0

329 100.0

II 

N

0 295 78.0 78.0

1 83 22.0 100.0

378 100.0

N

0 360 95.2 95.2

1 18 4.8 100.0

378 100.0

N

0 344 91.0 91.0

1 34 9.0 100.0

378 100.0

(1-02)  - 

(1-03)  - 

6-1. 1 2 

3 2

(1-01)  - 

5-1. 

6.

4-1. 1

5.
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N

0 320 84.7 84.7

1 58 15.3 100.0

378 100.0

N

0 326 86.2 86.2

1 52 13.8 100.0

378 100.0

N

0 373 98.7 98.7

1 5 1.3 100.0

378 100.0

N

0 377 99.7 99.7

1 1 .3 100.0

378 100.0

N

0 378 100.0 100.0

N

0 340 89.9 89.9

1 38 10.1 100.0

378 100.0

N

0 333 88.1 88.1

1 45 11.9 100.0

378 100.0

N

0 366 96.8 96.8

1 12 3.2 100.0

378 100.0

N

0 375 99.2 99.2

1 3 .8 100.0

378 100.0

(1-11)  - 

(1-12)  - 

(1-08)  - 

(1-09)  - 

(1-10)  - 

(1-06)  - 

(1-07)  - 

(1-04)  - 

(1-05)  - 
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N

0 363 96.0 96.0

1 15 4.0 100.0

378 100.0

N

0 374 98.9 98.9

1 4 1.1 100.0

378 100.0

N

0 360 95.2 95.2

1 18 4.8 100.0

378 100.0

N

0 366 96.8 96.8

1 12 3.2 100.0

378 100.0

N

0 378 100.0 100.0

N

0 372 98.4 98.4

1 6 1.6 100.0

378 100.0

N

0 341 90.2 90.2

1 37 9.8 100.0

378 100.0

N

0 331 87.6 87.6

1 47 12.4 100.0

378 100.0

N

0 341 90.2 90.2

1 37 9.8 100.0

378 100.0

(1-21)  - 

(1-19)  - 

(1-20)  - 

(1-17)  - YouTuber

(1-18)  - 

(1-15)  - 

(1-16)  - 

(1-13)  - 

(1-14)  - 
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N

0 297 78.6 78.6

1 81 21.4 100.0

378 100.0

N

0 268 71.8 71.8

1 105 28.2 100.0

373 100.0

N

0 339 90.9 90.9

1 34 9.1 100.0

373 100.0

N

0 305 81.8 81.8

1 68 18.2 100.0

373 100.0

N

0 299 80.2 80.2

1 74 19.8 100.0

373 100.0

N

0 332 89.0 89.0

1 41 11.0 100.0

373 100.0

N

0 368 98.7 98.7

1 5 1.3 100.0

373 100.0

N

0 372 99.7 99.7

1 1 .3 100.0

373 100.0

N

0 373 100.0 100.0

(2-07)  - 

(2-08)  - 

(2-05)  - 

(2-06)  - 

(2-03)  - 

(2-04)  - 

(2-01)  - 

(2-02)  - 

(1-22)  - 
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N

0 334 89.5 89.5

1 39 10.5 100.0

373 100.0

N

0 335 89.8 89.8

1 38 10.2 100.0

373 100.0

N

0 372 99.7 99.7

1 1 .3 100.0

373 100.0

N

0 369 98.9 98.9

1 4 1.1 100.0

373 100.0

N

0 359 96.2 96.2

1 14 3.8 100.0

373 100.0

N

0 365 97.9 97.9

1 8 2.1 100.0

373 100.0

N

0 366 98.1 98.1

1 7 1.9 100.0

373 100.0

N

0 365 97.9 97.9

1 8 2.1 100.0

373 100.0

N

0 373 100.0 100.0

(2-17)  - YouTuber

(2-15)  - 

(2-16)  - 

(2-13)  - 

(2-14)  - 

(2-11)  - 

(2-12)  - 

(2-09)  - 

(2-10)  - 
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N

0 365 97.9 97.9

1 8 2.1 100.0

373 100.0

N

0 327 87.7 87.7

1 46 12.3 100.0

373 100.0

N

0 355 95.2 95.2

1 18 4.8 100.0

373 100.0

N

0 348 93.3 93.3

1 25 6.7 100.0

373 100.0

N

0 314 84.2 84.2

1 59 15.8 100.0

373 100.0

N

0 222 59.5 59.5

1 151 40.5 100.0

373 100.0

N

0 323 86.6 86.6

1 50 13.4 100.0

373 100.0

N

0 273 73.2 73.2

1 100 26.8 100.0

373 100.0

N

0 287 76.9 76.9

1 86 23.1 100.0

373 100.0

(3-04)  - 

(3-02)  - 

(3-03)  - 

(2-22)  - 

(3-01)  - 

(2-20)  - 

(2-21)  - 

(2-18)  - 

(2-19)  - 

115



N

0 343 92.0 92.0

1 30 8.0 100.0

373 100.0

N

0 371 99.5 99.5

1 2 .5 100.0

373 100.0

N

0 372 99.7 99.7

1 1 .3 100.0

373 100.0

N

0 373 100.0 100.0

N

0 349 93.6 93.6

1 24 6.4 100.0

373 100.0

N

0 328 87.9 87.9

1 45 12.1 100.0

373 100.0

N

0 372 99.7 99.7

1 1 .3 100.0

373 100.0

N

0 367 98.4 98.4

1 6 1.6 100.0

373 100.0

N

0 360 96.5 96.5

1 13 3.5 100.0

373 100.0

(3-12)  - 

(3-13)  - 

(3-10)  - 

(3-11)  - 

(3-08)  - 

(3-09)  - 

(3-06)  - 

(3-07)  - 

(3-05)  - 

116



N

0 362 97.1 97.1

1 11 2.9 100.0

373 100.0

N

0 372 99.7 99.7

1 1 .3 100.0

373 100.0

N

0 368 98.7 98.7

1 5 1.3 100.0

373 100.0

N

0 373 100.0 100.0

N

0 364 97.6 97.6

1 9 2.4 100.0

373 100.0

N

0 323 86.6 86.6

1 50 13.4 100.0

373 100.0

N

0 365 97.9 97.9

1 8 2.1 100.0

373 100.0

N

0 352 94.4 94.4

1 21 5.6 100.0

373 100.0

N

0 334 89.5 89.5

1 39 10.5 100.0

373 100.0

(3-22)  - 

(3-20)  - 

(3-21)  - 

(3-18)  - 

(3-19)  - 

(3-16)  - 

(3-17)  - YouTuber

(3-14)  - 

(3-15)  - 

117



N

1 2 100.0 100.0

N

0 121 33.0 33.0

1 246 67.0 100.0

367 100.0

N

0 289 78.7 78.7

1 78 21.3 100.0

367 100.0

N

0 241 65.7 65.7

1 126 34.3 100.0

367 100.0

N

0 284 77.4 77.4

1 83 22.6 100.0

367 100.0

N

0 367 100.0 100.0

N

0 366 99.7 99.7

1 1 .3 100.0

367 100.0

N

0 367 100.0 100.0

N

0 367 100.0 100.0

N

0 354 96.5 96.5

1 13 3.5 100.0

367 100.0

(4-08)  - 

(4-09)  - 

(4-06)  - 

(4-07)  - 

(4-04)  - 

(4-05)  - 

(4-02)  - 

(4-03)  - 

(4-00)  - 

(4-01)  - 

118



N

0 335 91.3 91.3

1 32 8.7 100.0

367 100.0

N

0 366 99.7 99.7

1 1 .3 100.0

367 100.0

N

0 365 99.5 99.5

1 2 .5 100.0

367 100.0

N

0 362 98.6 98.6

1 5 1.4 100.0

367 100.0

N

0 366 99.7 99.7

1 1 .3 100.0

367 100.0

N

0 367 100.0 100.0

N

0 364 99.2 99.2

1 3 .8 100.0

367 100.0

N

0 366 99.7 99.7

1 1 .3 100.0

367 100.0

N

0 356 97.0 97.0

1 11 3.0 100.0

367 100.0

(4-17)  - YouTuber

(4-18)  - 

(4-15)  - 

(4-16)  - 

(4-13)  - 

(4-14)  - 

(4-11)  - 

(4-12)  - 

(4-10)  - 

119



N

0 309 84.2 84.2

1 58 15.8 100.0

367 100.0

N

0 366 99.7 99.7

1 1 .3 100.0

367 100.0

N

0 356 97.0 97.0

1 11 3.0 100.0

367 100.0

N

0 355 96.7 96.7

1 12 3.3 100.0

367 100.0

N

0 115 31.3 31.3

1 253 68.8 100.0

368 100.0

N

0 36 31.3 31.3

1 79 68.7 100.0

115 100.0

N

0 95 82.6 82.6

1 20 17.4 100.0

115 100.0

N

0 92 80.0 80.0

1 23 20.0 100.0

115 100.0

N

0 105 91.3 91.3

1 10 8.7 100.0

115 100.0

(5-04) - 

(5-02) - 

(5-03) - 

(5-00) - 

(5-01) - 

(4-21)  - 

(4-22)  - 

(4-19)  - 

(4-20)  - 

120



N

0 114 99.1 99.1

1 1 .9 100.0

115 100.0

N

0 112 97.4 97.4

1 3 2.6 100.0

115 100.0

N

0 115 100.0 100.0

N

0 114 99.1 99.1

1 1 .9 100.0

115 100.0

N

0 113 98.3 98.3

1 2 1.7 100.0

115 100.0

N

0 110 95.7 95.7

1 5 4.3 100.0

115 100.0

N

0 114 99.1 99.1

1 1 .9 100.0

115 100.0

N

0 114 99.1 99.1

1 1 .9 100.0

115 100.0

N

0 114 99.1 99.1

1 1 .9 100.0

115 100.0

(5-12) - 

(5-13) - 

(5-10) - 

(5-11) - 

(5-08) - 

(5-09) - 

(5-06) - 

(5-07) - 

(5-05) - 

121



N

0 115 100.0 100.0

N

0 114 99.1 99.1

1 1 .9 100.0

115 100.0

N

0 112 97.4 97.4

1 3 2.6 100.0

115 100.0

N

0 114 99.1 99.1

1 1 .9 100.0

115 100.0

N

0 108 93.9 93.9

1 7 6.1 100.0

115 100.0

N

0 98 85.2 85.2

1 17 14.8 100.0

115 100.0

N

0 115 100.0 100.0

N

0 110 94.0 94.0

1 7 6.0 100.0

117 100.0

N

0 104 90.4 90.4

1 11 9.6 100.0

115 100.0

(5-21) - 

(5-22) - 

(5-19) - 

(5-20) - 

(5-17) - YouTuber

(5-18) - 

(5-14) - 

(5-15) - 

(5-16) - 

122



N

0 219 83.0 83.0

1 45 17.0 100.0

264 100.0

N

0 231 87.5 87.5

1 33 12.5 100.0

264 100.0

N

0 238 90.2 90.2

1 26 9.8 100.0

264 100.0

N

0 170 64.4 64.4

1 94 35.6 100.0

264 100.0

N

0 253 95.8 95.8

1 11 4.2 100.0

264 100.0

N

0 263 99.6 99.6

1 1 .4 100.0

264 100.0

N

0 244 92.4 92.4

1 20 7.6 100.0

264 100.0

N

0 247 93.6 93.6

1 17 6.4 100.0

264 100.0

N

0 180 68.2 68.2

1 84 31.8 100.0

264 100.0

2-09 9 

2-07 7 

2-08 8 

2-05 5 

2-06 6 SNS YouTube

2-03 3 

2-04 4 

2-01 1 

2-02 2 

123



N

0 223 84.5 84.5

1 41 15.5 100.0

264 100.0

N

0 243 92.0 92.0

1 21 8.0 100.0

264 100.0

N

0 143 54.2 54.2

1 121 45.8 100.0

264 100.0

N

0 256 97.0 97.0

1 8 3.0 100.0

264 100.0

N

0 252 95.5 95.5

1 12 4.5 100.0

264 100.0

N

1 44 16.7 16.7

2 29 11.0 27.7

3 38 14.4 42.0

4 109 41.3 83.3

5 6 2.3 85.6

6 20 7.6 93.2

7 14 5.3 98.5

8 4 1.5 100.0

264 100.0

3-00 

2-13 13 

2-14 14 

2-11 11 

2-12 12 

2-10 10 

124



N

1 10 3.8 3.8

2 5 1.9 5.7

3 6 2.3 8.0

4 23 8.7 16.7

5 4 1.5 18.2

7 13 4.9 23.1

8 5 1.9 25.0

9 68 25.8 50.8

10 14 5.3 56.1

11 6 2.3 58.3

12 72 27.3 85.6

13 4 1.5 87.1

14 1 .4 87.5

15 33 12.5 100.0

264 100.0

N

1 156 59.1 59.1

2  52 19.7 78.8

3  35 13.3 92.0

4 21 8.0 100.0

264 100.0

N

1 133 50.4 50.4

2  68 25.8 76.1

3  39 14.8 90.9

4 24 9.1 100.0

264 100.0

N

1 110 41.7 41.7

2  62 23.5 65.2

3  54 20.5 85.6

4 38 14.4 100.0

264 100.0

N

1 102 38.6 38.6

2  69 26.1 64.8

3  52 19.7 84.5

4 41 15.5 100.0

264 100.0

5-03 (3)

5-04 (4)

5-01 (1)

5-02 (2)

QII_4

125



N

1 6 2.3 2.3

2  17 6.4 8.7

3  29 11.0 19.7

4 212 80.3 100.0

264 100.0

N

1 47 17.8 17.8

2  49 18.6 36.4

3  65 24.6 61.0

4 103 39.0 100.0

264 100.0

N

1 71 26.9 26.9

2  62 23.5 50.4

3  61 23.1 73.5

4 70 26.5 100.0

264 100.0

N

1 101 38.3 38.3

2  108 40.9 79.2

3  33 12.5 91.7

4 22 8.3 100.0

264 100.0

N

1 155 58.7 58.7

2  87 33.0 91.7

3  13 4.9 96.6

4 9 3.4 100.0

264 100.0

N

1 104 39.4 39.4

2  96 36.4 75.8

3  44 16.7 92.4

4 20 7.6 100.0

264 100.0

N

1 165 62.5 62.5

2  70 26.5 89.0

3  20 7.6 96.6

4 9 3.4 100.0

264 100.0

6-04 (4)

6-02 (2)

6-03 (3)

5-07 (7)

6-01 (1)

5-05 (5)

5-06 (6)
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N

1 18 6.8 6.8

2  66 25.0 31.8

3  90 34.1 65.9

4 90 34.1 100.0

264 100.0

N

1 93 35.2 35.2

2  96 36.4 71.6

3  41 15.5 87.1

4 34 12.9 100.0

264 100.0

N

1 135 51.1 51.1

2  86 32.6 83.7

3  30 11.4 95.1

4 13 4.9 100.0

264 100.0

N

1 96 36.4 36.4

2  87 33.0 69.3

3  49 18.6 87.9

4 32 12.1 100.0

264 100.0

N

1 96 36.4 36.4

2  83 31.4 67.8

3  46 17.4 85.2

4 39 14.8 100.0

264 100.0

6-08 (8)

6-09 (9)

6-06 (6)

6-07 (7)

6-05 (5)
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